
Title 明治十二年・民法人事編草案 : 「新たなる民法人事編草案」続考
Sub Title Avant-projet du livre pour les personnes et la famille, rédigé en 1879,

du Code Civil japonais
Author 向井, 健(Mukai, Ken)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication

year
1985

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.58, No.12 (1985. 12) ,p.77- 95 

JaLC DOI
Abstract
Notes 資料
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19851228-0077

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


明
治
士

一
年
・
民
法
人
事
編
草
案

「
新
た
な
る
民
法
人
事
編
草
案
」
続
考
ー

向

井

健

明治12年・民法人事編草案

解

題

　
さ
き
に
筆
者
は
、
「
新
た
な
る
民
法
人
事
編
草
案
ー
明
治
十
二
年
草

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

案
と
．
そ
の
周
辺
ー
」
な
る
小
論
を
発
表
し
て
、
お
そ
ら
く
ば
明
治
十

二
年
以
降
か
ら
同
十
三
年
初
頭
に
か
け
、
「
日
本
近
代
法
史
上
、
永
久
に

　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

そ
の
名
を
止
め
る
」
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
（
Ω
富
笹
奉
国
ヨ
ま
田
誇
。
鍔
号
）
を

中
核
と
す
る
、
司
法
省
の
民
法
人
事
編
草
案
の
編
纂
作
業
と
そ
の
周
辺
事

情
を
め
ぐ
っ
て
、
乏
し
い
資
料
を
模
索
し
つ
つ
ま
こ
と
に
未
熟
な
考
証
を

こ
こ
ろ
み
た
の
で
あ
っ
た
。

　
本
稿
は
、
い
わ
ぽ
そ
の
続
考
と
し
て
、
解
題
を
付
し
て
学
界
未
発
表
の

草
案
内
容
を
複
刻
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
解
題
に
当

っ
て
は
、
内
容
的
に
前
稿
と
重
復
す
る
個
所
が
あ
る
．
こ
の
点
、
あ
ら
か

じ
め
大
方
の
御
海
容
を
乞
う
し
だ
い
で
あ
る
．

＊

　
明
治
九
年
か
ら
同
十
叫
年
に
か
け
て
、
箕
作
麟
祥
・
牟
田
口
通
照
の
両

名
が
司
法
省
で
編
纂
し
た
民
法
典
は
．
ふ
つ
う
明
治
十
一
年
民
法
草
案
と

　
　
　
（
4
）

よ
ば
れ
る
。
つ
と
に
、
「
仏
国
法
典
ノ
翻
訳
ト
運
庭
ナ
シ
ト
謂
フ
モ
亦
謳

　
　
　
（
5
）

言
二
非
サ
ル
」
敷
写
民
法
と
の
酷
評
が
与
え
ら
れ
た
本
草
案
を
め
ぐ
っ
て

は
、
は
や
く
か
ら
先
学
に
よ
り
そ
の
編
成
事
情
や
草
案
内
容
が
学
界
に
紹

介
さ
れ
、
そ
の
後
も
ひ
き
つ
づ
き
若
干
の
研
究
業
績
が
公
け
に
さ
れ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

現
在
に
い
た
っ
て
い
る
。

　
さ
て
、
明
治
六
年
十
月
に
大
木
喬
任
が
司
法
卿
の
要
職
に
就
任
す
る
。

彼
は
〈
保
守
七
分
・
進
歩
三
分
〉
と
世
評
さ
れ
、
加
え
て
か
な
り
の
慎
重

居
士
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
を
知
る
人
々
の
共
通
認
識
と
い
っ
て
よ
か
ろ

う
。
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彼
は
、
法
典
編
纂
の
基
本
方
針
と
し
て
、
「
国
法
ト
云
．
民
法
ト
云
、

外
国
ノ
書
ヲ
翻
訳
シ
直
二
我
民
二
施
行
ス
ル
カ
如
キ
ハ
決
シ
テ
取
ル
不
γ

可
ル
事
」
と
い
う
見
解
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
の
具
体
的
方
策
と
し
て
、

「
反
復
推
論
シ
国
法
ヲ
定
ム
ル
ノ
基
ヲ
立
．
第
一
条
ヨ
リ
追
々
百
千
条
二

至
リ
数
年
ヲ
待
ッ
テ
完
成
ヲ
期
シ
且
其
更
ム
ベ
キ
モ
ノ
而
巳
ヲ
廃
シ
容
易

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

二
国
法
ヲ
動
カ
ス
不
レ
可
ル
ヲ
要
ス
ル
事
。
民
法
亦
之
二
准
ス
ベ
シ
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

開
陳
し
て
い
る
。
「
司
法
は
、
旭
の
昇
る
勢
ヒ
ニ
御
座
候
」
と
評
判
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
へ
　
　
ち
　
　
う

た
、
江
藤
新
平
時
代
の
い
わ
ぽ
拙
速
主
義
に
対
す
る
「
反
対
意
見
と
見
て

　
　
　
（
9
）

可
な
る
ぺ
し
」
と
い
う
は
、
先
学
の
的
確
な
指
摘
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
大
木
が
司
法
卿
の
ポ
ス
ト
を
占
め
た
直
後
に
来
日
し
た
の
が
、
数

あ
る
御
雇
外
人
の
な
か
に
あ
っ
て
、
ひ
と
き
わ
屹
立
す
る
巨
峯
と
た
た
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

ら
れ
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
そ
の
人
で
あ
る
。
彼
の
「
深
い
学
殖
と
倦
む
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

を
知
ら
ぬ
真
摯
な
仕
事
ぶ
り
に
畏
敬
の
念
を
禁
じ
難
い
」
と
は
．
ま
さ
に

至
言
で
あ
る
。

「
今
後
ポ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
影
響
を
測
定
す
る
作
業
は
、
あ
く
ま
で
も
自
国

の
主
体
性
を
貫
こ
う
と
し
た
日
本
と
い
う
国
の
近
代
法
史
の
重
要
な
一
環

と
し
て
、
こ
の
学
問
の
全
体
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
正
し
く
位
置
づ
け

て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
一
種
の
比
較
文
化
的
か
つ
学
際
的
研
究

グ
ル
ー
プ
が
、
フ
ラ
ン
ス
法
、
ド
イ
ッ
法
、
日
本
法
制
史
、
実
定
法
、
政

治
史
、
経
済
学
な
ど
の
専
門
家
を
集
め
て
形
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
か

く
し
て
そ
の
業
績
を
ト
ー
タ
ル
に
把
握
評
価
す
る
こ
と
は
、
自
ら
の
能
力

の
す
ぺ
て
を
わ
が
国
の
た
め
に
さ
さ
げ
つ
く
し
た
老
博
士
に
対
す
る
．
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

本
人
の
最
小
限
の
礼
儀
で
あ
る
に
違
い
な
ど
．

＊
　
　
　
　
＊

　
と
こ
ろ
で
、
「
明
治
九
年
に
な
り
ま
し
て
、
大
木
君
が
、
司
法
卿
に
な

ら
れ
ま
し
た
。
其
時
、
民
法
の
草
案
を
編
纂
し
て
見
る
が
宜
い
．
と
云
ふ

こ
と
で
、
一
人
の
相
手
と
粗
末
な
が
ら
草
案
を
作
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
も
．

　
　
　
　
　
　
（
B
）

其
儘
に
な
り
ま
し
た
」
と
箕
作
が
回
顧
談
で
往
時
を
述
懐
し
た
明
治
十
一

年
民
法
草
案
は
、
同
年
四
月
に
一
八
二
〇
条
に
お
よ
ぶ
全
編
の
起
草
を
完

　
（
脇
）

了
し
た
。

　
竣
成
を
見
た
本
草
案
に
対
し
て
．
司
法
部
内
が
い
か
な
る
対
応
を
示
し

た
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
直
載
に
伝
え
る
資
料
に
接
し
え
な
い
．
左
に

　
　
　
　
　
　
（
路
）

掲
出
す
る
磯
部
四
郎
の
懐
旧
談
は
、
そ
の
点
を
灰
示
す
る
も
の
で
あ
ろ
う

か
。

箕
作
先
生
が
、
日
本
民
法
草
案
を
持
へ
始
あ
た
．
そ
れ
が
明
治
九
年

に
，
梢
脱
稿
し
て
居
ま
す
、
そ
れ
が
、
尚
不
完
全
で
あ
っ
た
か
ら
し

て
、
明
治
十
一
年
の
暮
か
ら
、
十
二
年
の
春
に
か
け
て
、
大
木
司
法

卿
が
、
民
法
編
纂
と
云
ふ
も
の
を
起
し
た
、
其
編
纂
の
事
に
従
事
し

て
、
起
草
掛
と
云
ふ
も
の
に
命
ぜ
ら
れ
た
の
が
、
箕
作
先
生
と
僕
．

そ
れ
か
ら
、
起
草
掛
の
外
に
、
尚
、
起
草
委
員
と
云
ふ
も
の
が
出
来

た
、
こ
れ
は
、
た
だ
、
議
す
る
の
だ
、
そ
れ
が
、
牟
田
口
通
照
だ
の
、

西
成
度
、
池
田
弥
一
、
水
本
成
美
、
鶴
田
皓
、
そ
れ
に
、
木
村
正
辞
、

杉
山
孝
敏
な
ど
で
、
各
々
、
掌
る
所
は
違
っ
た
が
．
先
づ
、
そ
ん
な

人
た
ち
だ
っ
た
、
箕
作
先
生
と
僕
は
、
起
草
掛
と
云
ふ
も
の
で
あ
っ
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た
が
、
専
ら
、
法
理
に
関
係
す
る
所
は
、
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
」
に
起

草
さ
せ
て
、
僕
等
は
其
翻
訳
を
や
っ
た
、
十
二
年
に
司
法
省
部
内
で

や
っ
て
居
た
が
、
十
三
年
の
春
だ
っ
た
か
、
参
議
は
、
各
省
の
卿
を

や
め
て
、
各
省
の
卿
は
、
卿
専
務
と
な
り
、
参
議
は
、
太
政
官
に
行

っ
て
仕
舞
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
、
其
時
司
法
卿
は
、
田
中
不
二
麿
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

山
田
顕
義
さ
ん
と
、
大
木
さ
ん
が
、
参
議
専
務
に
な
っ
て
、
法
制
局

主
管
と
な
っ
た
、
そ
こ
で
、
又
、
更
に
、
民
法
編
纂
局
と
云
ふ
も
の

を
起
し
た
、
起
草
委
員
が
箕
作
先
生
に
私
、
そ
れ
か
ら
杉
山
孝
敏
と

か
、
木
村
正
辞
と
か
云
ふ
日
本
学
者
で
、
こ
れ
は
、
テ
ニ
ヲ
ハ
を
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）
（
π
）

べ
る
方
の
役
、
さ
う
し
て
、
元
老
院
に
場
所
を
借
り
て
居
た
。

　
右
の
磯
部
談
話
の
前
半
部
は
、
「
要
す
る
に
十
一
年
草
案
が
不
採
用
に

な
り
．
そ
の
結
果
あ
ら
た
に
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
を
中
心
と
す
る
編
纂
事
業
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
18
）

司
法
省
内
に
開
か
れ
た
事
実
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
」
。

　
た
し
か
に
、
先
学
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
「
明
治
工
年
草
案
の
そ
の

後
の
運
命
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
民
法
草
案
と
の
関
連
に
お
い
て
考
え
ら
れ

る
べ
ぎ
で
あ
る
。
け
だ
し
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
る
民
法
編
纂
は
明
治
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
19
）

囲
年
民
法
草
案
が
廃
棄
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
始
め
ら
れ
た
の
だ
か
ら
で
あ
る
」
。

　
大
木
司
法
卿
が
、
明
治
十
一
年
民
法
草
案
の
不
採
用
を
決
断
す
る
に
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぺ
2
0
）

し
て
、
す
で
に
「
法
律
界
ノ
…
…
団
十
郎
」
的
地
位
を
確
保
し
、
そ
の
天

下
に
ひ
び
く
名
声
と
絶
対
的
権
威
を
誇
っ
て
い
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
所
見

を
徴
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
．
疑
い
を
容
れ
な
い
。
法
典
編
纂
の
実
務
に

つ
い
て
も
．
す
で
に
旧
刑
法
・
治
罪
法
の
両
草
案
を
見
事
に
編
成
し
た
実

績
を
も
つ
彼
で
あ
る
。
「
国
法
ト
云
、
民
法
ト
云
、
外
国
ノ
書
ヲ
翻
訳
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

直
二
我
民
二
施
行
ス
ル
カ
如
キ
ハ
決
シ
テ
取
ル
不
レ
可
」
と
い
う
確
固
た

る
信
念
を
有
す
る
大
木
が
、
「
殆
ト
仏
国
民
法
ヲ
抜
抄
シ
翻
訳
シ
タ
ヨ
ウ

（
2
2
）ナ

」
明
治
十
一
年
民
法
草
案
に
大
い
に
失
望
し
、
改
め
て
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

に
民
法
典
の
編
纂
を
一
任
す
る
方
針
に
急
速
に
傾
斜
を
見
せ
る
の
は
．
当

時
の
諸
般
の
状
況
か
ら
推
し
て
、
む
し
ろ
当
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
に

ち
が
い
な
い
。
時
あ
た
か
も
治
罪
法
草
案
の
起
草
を
終
了
し
た
時
期
に
当

っ
て
お
り
、
タ
イ
ミ
ン
グ
か
ら
い
っ
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
し
て
も
す
こ

ぶ
る
好
都
合
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
ち
な
み
に
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
民
法
典
編
纂
の
命
を
う
け
た
の
は
同
十

、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴇
）

二
年
で
あ
っ
た
と
す
る
説
は
、
実
は
古
く
か
ら
流
布
さ
れ
て
お
り
、
ボ
ア

ソ
ナ
ー
ド
自
身
も
そ
の
事
実
を
明
確
に
認
め
て
い
る
点
は
、
き
わ
め
て
重

　
　
（
以
）

要
で
あ
る
。

「
明
治
十
二
年
ノ
始
メ
カ
ラ
致
シ
マ
シ
テ
、
今
度
ハ
大
木
伯
力
最
モ
熱
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
器
）

二
五
法
ノ
制
定
ト
云
フ
事
柄
二
付
テ
軍
配
ヲ
持
タ
レ
タ
」
こ
と
を
背
景
に
、

お
そ
ら
く
大
木
は
、
『
更
二
欧
米
ノ
立
法
例
及
ヒ
学
説
ヲ
参
酌
シ
最
モ
完

全
ナ
ル
法
典
ヲ
編
纂
セ
ン
コ
ト
ヲ
望
ミ
明
治
十
二
年
仏
国
人
ボ
ア
ソ
ナ
！

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

ド
氏
二
命
シ
草
案
ヲ
起
草
セ
シ
」
め
る
こ
と
に
決
断
し
た
、
と
推
考
し
て

　
　
　
（
禦
）

よ
か
ろ
う
。

＊
　
　
　
＊
　
　
　
＊

　
か
つ
て
、
筆
者
は
、
東
京
教
育
大
学
文
学
部
研
究
室
所
蔵
に
か
か
る

〈
穂
積
陳
重
文
書
〉
の
一
部
を
披
目
見
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
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こ
の
貴
重
資
料
の
一
大
宝
庫
は
、
そ
の
後
、
新
設
の
筑
波
大
学
へ
移
管
さ

れ
た
筈
で
あ
る
が
、
そ
の
現
状
を
め
ぐ
っ
て
は
、
遺
憾
な
が
ら
．
ま
っ
た

く
知
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
〈
穂
積
陳
重
文
書
〉
中
に
、
お
そ
ら
く
は
明
治
十
二

年
か
ら
同
十
三
年
初
頭
に
か
け
て
、
司
法
省
内
で
編
案
さ
れ
た
と
お
ぽ
し

き
三
種
の
民
法
人
事
編
草
案
が
、
陽
の
目
を
見
る
こ
と
な
く
収
め
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
A
案
・
B
案
・
C
案
（
い
ず
れ
も
仮
称
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の

構
成
や
三
種
類
の
草
案
の
相
互
関
係
な
ど
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
稿
に

　
　
　
　
　
　
　
（
圏
）

示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
さ
て
、
右
の
新
資
料
を
め
ぐ
っ
て
、
乏
し
い
手
掛
り
を
組
立
て
つ
つ
筆

者
の
構
築
し
た
未
熟
か
つ
粗
雑
な
推
論
は
、
お
お
む
ね
つ
ぎ
の
と
お
り
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
こ
の
学
界
未
発
表
の
民
法
人
事
編
草
案
の
旧
蔵
者
が
、
穂
積
陳
重
で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
れ
は
あ
る
時
期
に
、
立
法
参
考
資
料

と
し
て
彼
に
貸
与
な
い
し
譲
渡
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
そ
れ

は
、
明
治
民
法
典
編
纂
の
た
め
法
典
調
査
会
が
創
置
さ
れ
、
穂
積
が
起
草

委
員
に
任
命
さ
れ
た
前
後
の
時
期
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
果
し
て
し

か
ら
ば
、
こ
の
資
料
の
最
初
の
所
有
者
は
な
ん
ぴ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の

先
人
こ
そ
、
木
村
正
辞
そ
の
人
で
あ
っ
た
ろ
う
。
音
韻
に
き
わ
め
て
精
通

し
て
い
た
木
村
は
、
同
十
二
年
当
時
は
判
事
を
本
務
と
し
て
お
り
、
翌
年

一
月
に
文
部
省
御
用
掛
兼
勤
と
な
っ
て
．
東
京
大
学
の
「
法
学
部
の
員
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

教
授
に
任
ぜ
ら
れ
、
『
日
本
古
代
法
律
』
を
担
当
」
、
つ
い
で
四
月
に
は
太

政
官
権
少
書
記
官
も
兼
務
し
、
加
え
て
民
法
編
纂
委
員
に
任
ぜ
ら
れ
て
い

る
。　

す
で
に
考
察
を
こ
こ
ろ
み
た
と
お
り
．
明
治
十
一
年
民
法
草
案
の
破
棄

を
決
断
し
た
大
木
司
法
卿
は
、
必
ず
や
．
『
更
二
民
法
ヲ
起
草
セ
ン
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
31
）

十
二
年
其
事
ヲ
仏
人
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
」
氏
二
命
」
じ
た
に
相
違
な
い
。

そ
し
て
そ
の
時
期
は
、
小
早
川
欣
吾
教
授
の
紹
介
に
か
か
る
、
い
わ
ゆ
る

東
京
上
等
裁
判
所
「
一
記
録
」
か
ら
推
定
す
れ
ば
、
同
十
二
年
一
月
で
あ

　
　
　
　
　
（
詑
）

っ
た
と
お
ぼ
し
く
、
ポ
ア
ソ
ナ
ー
ド
自
身
の
記
述
に
全
面
的
に
し
た
が
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

ぽ
同
年
三
月
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
A
案
の
一
丁
表
に
書
き
込
ま
れ
た
「
第
一
編
十
二
年
十
二
月
」
な
る
．

看
過
し
え
な
い
重
要
な
朱
書
の
年
月
は
．
お
そ
ら
く
は
A
案
に
修
訂
の
筆

が
加
え
ら
れ
た
時
期
と
推
測
さ
れ
る
が
．
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
や

A
案
は
同
年
十
二
月
以
前
に
ほ
ぽ
間
違
い
な
く
脱
稿
し
て
い
た
可
能
性
が

つ
よ
く
、
さ
ら
に
未
完
成
の
ま
ま
終
っ
た
と
お
ぽ
し
き
B
・
C
両
案
の
成

稿
が
翌
十
三
年
初
頭
の
時
期
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
量
せ
し
め
よ

う
。

＊
　
　
＊
　
　
＊
　
　
＊

　
新
た
に
学
界
に
そ
の
存
在
が
紹
介
さ
れ
、
や
が
て
学
界
の
共
有
財
産
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ

な
る
で
あ
ろ
う
明
治
十
二
年
の
司
法
省
・
民
法
人
事
編
草
案
1
か
り
に

明
治
十
二
年
・
民
法
人
事
編
草
案
と
呼
称
す
る
。
ー
の
内
容
を
一
瞥
す

る
と
き
，
全
般
的
に
見
て
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
依
拠
し
た
、
か
な
り
翻

訳
調
の
条
文
が
多
く
、
ま
だ
ま
だ
不
消
化
な
面
の
強
く
残
存
し
て
い
る
こ

と
が
た
だ
ち
に
看
取
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
い
わ
ば
学
習
的
な
色
彩
す
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ら
一
部
で
は
色
濃
く
感
知
で
ぎ
る
．
と
も
い
え
よ
う
。

　
A
・
B
・
C
三
案
に
盛
り
込
ま
れ
た
諸
規
定
を
通
じ
て
、
一
つ
の
軸
芯

と
も
い
う
べ
ぎ
も
の
は
、
お
そ
ら
く
身
分
証
書
の
制
度
に
ち
が
い
な
か
ろ

う
。
い
ま
、
身
分
証
書
と
戸
籍
制
度
の
問
題
に
視
点
を
し
ぽ
る
な
ら
ば
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
規
定
そ
の
ま
ま
に
身
分
証
書
の
制
度
を
も
っ
て
戸
籍

に
代
え
よ
う
と
す
る
も
の
と
、
戸
籍
制
度
の
存
在
を
あ
く
ま
で
も
前
提
と

し
て
民
法
典
を
編
纂
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
の
、
二
つ
の
相
対
立
す
る
流

れ
の
あ
る
こ
と
が
容
易
に
理
解
さ
れ
よ
う
。
い
ず
れ
の
主
義
を
採
用
す
る

か
は
見
解
の
分
裂
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
，
「
本
邦
従
来
戸
籍
ヲ
設
ケ
戸

主
家
族
ヲ
列
記
シ
及
ヒ
出
生
婚
姻
養
子
縁
組
死
亡
其
他
身
上
ノ
異
動
ヲ
登

記
シ
世
治
ノ
要
具
ト
為
セ
リ
欧
洲
諸
国
二
於
テ
ハ
概
子
身
分
証
書
ノ
制
ヲ

設
ケ
テ
各
人
ノ
身
分
ヲ
証
明
ス
ル
ノ
具
ト
為
セ
リ
彼
ハ
人
ヲ
主
ト
シ
テ
各

簿
冊
二
記
載
シ
我
ハ
家
ヲ
主
ト
シ
テ
戸
主
ヲ
立
テ
家
族
ヲ
一
籍
二
記
載
ス

彼
我
ノ
制
此
ノ
如
ク
相
違
ア
リ
互
二
得
失
ア
リ
テ
容
易
二
之
ヲ
判
定
ス
ル

　
　
（
鍵
）

ヲ
得
サ
ル
」
べ
し
、
と
い
う
の
は
要
を
え
て
い
る
。

　
か
つ
て
、
箕
作
麟
祥
が
，
「
戸
籍
法
ハ
必
要
ナ
リ
ト
云
フ
モ
縷
二
是
レ

東
洋
一
種
ノ
固
有
物
ニ
シ
テ
昔
時
封
建
ノ
時
代
ニ
ア
ツ
テ
ハ
要
用
ナ
ル
ヘ

キ
モ
今
日
ノ
政
体
ニ
テ
ハ
梢
無
益
ノ
者
タ
ル
ヲ
信
ス
…
…
欧
米
各
国
二
此

ノ
如
キ
戸
籍
法
ア
ル
ヲ
聞
カ
ス
独
り
羅
馬
二
是
二
似
タ
ル
モ
ノ
ア
リ
ト
錐

モ
之
レ
止
タ
住
所
ト
生
死
ヲ
記
ス
ル
ノ
ミ
其
他
ノ
事
ハ
別
段
ノ
法
律
ノ
ア

ル
ア
ツ
テ
事
々
支
障
ナ
キ
ヲ
知
ル
既
二
各
位
ノ
知
ル
如
ク
民
法
頒
布
ノ
日

モ
遠
キ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヘ
シ
此
ノ
民
法
中
ニ
ハ
身
分
証
書
ナ
ル
モ
ノ
ア
ツ
テ

　
　
　
　
　
　
　
（
訪
）

人
民
ノ
権
利
判
然
タ
リ
」
と
発
言
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
〈
家
〉
的
な

戸
籍
制
度
と
、
い
わ
ば
個
人
主
義
的
な
身
分
証
書
制
度
と
の
原
理
上
の
相

異
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
フ
ラ
ン
ス
法
的
な
身
分
証
書
の
発
展
系
統
は
、
維
新
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

お
け
る
民
法
制
定
史
そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
の
先
人
の
言
は
、
た
し
か
に

肯
繁
を
え
て
い
る
。
旧
民
法
の
編
纂
開
始
以
前
の
諸
草
案
を
ア
ト
・
ラ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
（
訂
）

ダ
ム
に
想
起
し
て
も
、
た
と
え
ば
、
「
民
法
仮
法
則
」
・
明
治
十
一
年
民
法

　
（
認
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
如
）

草
案
を
は
じ
め
と
し
て
、
「
戸
籍
証
書
規
則
」
案
・
「
身
上
証
書
法
律
案
」
・

　
　
　
　
　
　
　
　
（
41
）

「
身
分
登
記
条
例
」
草
案
、
等
々
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
的
な
身
分
証
書
の
系

列
に
属
す
る
若
干
の
草
案
を
列
挙
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
．

　
明
治
初
期
に
お
け
る
各
種
の
民
法
典
の
編
纂
作
業
を
き
わ
め
て
ラ
フ
に

通
観
す
る
と
き
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
拠
り
つ
つ
、
ま
ず
人
事
編
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
、
と
く
に
身
分
証
書
の
制
度
に
重
点
を
お
く
編
成
方
式
が
目
立

つ
。
そ
し
て
こ
の
方
式
は
、
明
治
十
一
年
民
法
草
案
に
い
た
る
ま
で
の
、

司
法
省
主
導
型
の
編
修
作
業
に
よ
く
見
ら
れ
る
、
い
わ
ば
同
省
型
の
標
準

的
パ
タ
ー
ン
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
明
治
十
二
年
・
民

法
人
事
編
草
案
は
、
従
前
の
司
法
省
型
方
式
を
踏
襲
し
て
い
る
わ
け
で
あ

ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
同
十
三
年
四
月
以
降
に
開
始
さ
れ
た
元
老
院
内
民
法
編
纂

局
に
お
け
る
旧
民
法
の
編
纂
は
、
従
来
の
方
式
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
彪
）

基
本
方
針
に
立
脚
し
た
本
格
的
編
成
作
業
で
あ
る
．

　
と
す
れ
ば
、
明
治
十
二
年
・
民
法
人
事
編
草
案
は
、
お
そ
ら
く
は
ボ
ア

ソ
ナ
ー
ド
を
そ
の
中
枢
に
据
え
つ
つ
も
、
あ
る
意
味
で
は
、
あ
く
ま
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

過
渡
的
な
民
法
草
案
で
あ
っ
た
、
と
評
価
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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＊
　
　
＊
　
　
＊
　
　
＊
　
　
＊

　
さ
て
、
つ
ぎ
に
、
明
治
十
二
年
・
民
法
人
事
編
草
案
の
編
纂
関
係
者
に

つ
い
て
、
粗
雑
な
推
考
を
こ
こ
ろ
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
前
稿
に
お
い
て
卑
見
を
提
示
し
た
と
お
り
、
筆
者
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

を
中
核
と
す
る
民
法
典
編
纂
事
業
は
、
実
は
、
元
老
院
内
民
法
編
纂
局
創

設
以
前
の
1
換
言
す
れ
ば
、
旧
民
法
の
編
成
が
正
式
に
開
始
さ
れ
る
以

前
の
i
明
治
十
二
年
に
発
足
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
・
と
す
る
未
熟

な
仮
説
を
か
ね
て
よ
り
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
作
業
の
成
果
こ
そ

が
、
明
治
十
二
年
・
民
法
人
事
編
草
案
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。

　
す
で
に
考
察
を
す
す
め
た
と
お
り
、
「
明
治
十
二
年
ノ
始
メ
カ
ラ
致
シ

マ
シ
テ
、
今
度
ハ
大
木
伯
力
最
モ
熱
心
二
五
法
ノ
制
定
ト
云
フ
事
柄
二
付

　
　
　
　
　
　
　
（
製
）

テ
軍
配
ヲ
持
タ
レ
タ
」
と
伝
え
ら
れ
、
そ
の
大
木
司
法
卿
な
れ
ば
こ
そ
、

「
更
二
欧
米
ノ
立
法
例
及
ヒ
学
説
ヲ
参
酌
シ
最
モ
完
全
ナ
ル
法
典
ヲ
編
纂

セ
ン
コ
ト
ヲ
望
ミ
明
治
十
二
年
仏
国
人
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
二
命
シ
草
案
ヲ

　
　
　
（
菊
）

起
草
セ
シ
」
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
大
木
は
、
お
そ
ら
く
は
司
法
省
内
に

民
法
編
纂
局
を
新
設
す
る
予
定
で
あ
っ
た
と
お
ぽ
し
く
、
そ
の
準
備
を
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
菊
）

行
さ
せ
て
も
い
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
編
纂
の
実
質
的
な
中
心
人
物

は
、
も
ち
ろ
ん
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
そ
の
人
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
果
し
て
し
か
ら
ば
、
彼
を
補
佐
す
る
編
纂
ス
タ
ッ
フ
は
な
ん
ぴ
と
で
あ

ろ
う
か
．
こ
こ
で
、
す
で
に
掲
出
し
た
磯
部
四
郎
の
懐
旧
談
が
き
わ
め
て

重
要
な
証
言
と
し
て
浮
上
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
磯
部
は
語
る
．
「
其
編
纂
の
事
に
従
事
し
て
．
起
草
掛
と
云
ふ
も
の
に

命
ぜ
ら
れ
た
の
が
、
箕
作
先
生
と
僕
、
そ
れ
か
ら
、
起
草
掛
の
外
に
、
尚
．

起
草
委
員
と
云
ふ
も
の
が
出
来
た
、
こ
れ
は
、
た
だ
、
議
す
る
の
だ
、
そ

れ
が
、
牟
田
口
通
照
だ
の
、
西
成
度
、
池
田
弥
一
、
水
本
成
美
、
鶴
田
皓
、

そ
れ
に
、
木
村
正
辞
、
杉
山
孝
敏
な
ど
で
、
各
々
、
掌
る
所
は
違
っ
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蟹
）
（
賂
）

先
づ
、
そ
ん
な
人
た
ち
だ
っ
た
」
と
。

　
こ
の
磯
部
談
話
に
登
場
す
る
人
名
は
、
実
は
、
同
十
三
年
六
月
に
元
老

院
内
民
法
編
纂
局
が
正
式
に
同
局
章
程
を
定
め
、
編
纂
委
員
の
役
割
を
確

定
し
た
際
の
メ
ン
バ
ー
と
か
な
り
共
通
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の

顔
振
れ
と
混
同
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
．
と
い
う
磯
部
談
話
へ
の

素
朴
な
疑
問
は
十
分
に
あ
り
え
よ
う
。

　
す
で
に
専
家
に
と
っ
て
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
参
考
の
た
め
、

『
法
規
分
類
大
全
』
（
官
職
門
）
に
拠
っ
て
、
編
纂
委
員
を
示
す
こ
と
に
し

よ
う
。

　
　
　
討
議
員

議
官
兼
司
法
大
輔

議
官

議
官

議
官

勅
任
判
事

判
事

　
　
　
分
任
員
分
課

　
　
　
（
4
9
）

玉
乃
世
履

　
　
　
（
50
）

楠
田
英
世

水
本
成
美

　
　
　
（
5
1
）

津
田
真
道

西
　
成
度

池
田
弥
一
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第
一
課

議
官

司
法
権
大
書
記
官
兼
太
政
官
権
大
書
記
官

太
政
官
権
少
書
記
官

　
　
　
第
二
課

司
法
少
書
記
官
兼
太
政
官
少
書
記
官

　
　
　
第
三
課

判
事
兼
太
政
官
権
少
書
記
官

　
　
　
第
四
課

司
法
省
御
用
掛
兼
太
政
官
御
用
掛

箕
作
麟
祥

黒
川
誠
一
郎

磯
部
四
郎

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

杉
山
孝
敏

木
村
正
辞

生
田
　
精

　
と
こ
ろ
で
、
磯
部
が
ま
っ
た
く
別
の
機
会
に
、
右
に
挙
示
し
た
元
老
院

内
民
法
編
纂
局
・
第
一
課
所
属
の
メ
ン
バ
ー
や
職
務
に
つ
い
て
、
非
常
に

正
確
な
回
想
を
記
述
し
て
い
る
こ
と
は
、
看
過
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
彼
は
懐
旧
し
て
い
う
。
「
箕
作
、
ポ
ア
ソ
ナ
！
ド
、
黒
川
ノ
三
氏

及
ヒ
余
ハ
起
草
委
員
ト
為
リ
専
ラ
草
案
編
成
二
従
事
セ
リ
蓋
シ
起
草
ハ
ポ

ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
ノ
主
管
シ
タ
ル
所
ナ
リ
ト
難
モ
我
力
風
土
人
情
ノ
宜
キ
ニ

適
ス
ル
モ
ノ
ト
思
考
ス
ル
ノ
件
々
ヲ
一
々
同
氏
二
報
知
シ
テ
之
ヲ
編
成
セ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
怠
ラ
サ
レ
ハ
起
草
委
員
ノ
大
二
与
リ
テ
カ
ア
ル
所
ト
ス
」
。

　
右
の
述
懐
内
容
の
信
愚
性
は
い
わ
ず
し
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
こ
と
は
、
民
法
編
纂
局
時
代
の
編
纂
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
、
磯

部
は
か
な
り
正
確
に
記
憶
し
て
い
た
、
と
の
推
量
を
許
す
も
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
そ
し
て
、
も
し
そ
れ
が
許
さ
れ
る
も
の
と
仮
定
す
れ
ば
、
そ
れ

に
さ
き
だ
つ
同
十
二
年
当
時
の
民
法
典
編
纂
の
回
顧
談
に
登
場
す
る
関
係

者
の
人
名
を
め
ぐ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
か
な
り
の
真
実
味
が
盛
り
込
ま
れ

て
い
る
に
ち
が
い
な
い
、
と
推
考
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
ま
た
、
す
で
に
掲
出
し
た
磯
部
談
話
の
一
断
章
を
中
軸
に
、
そ
の
前
後

の
文
章
と
の
脈
絡
関
係
に
慎
重
に
ア
プ
ロ
ー
チ
を
こ
こ
ろ
み
る
と
き
1

七
八
－
七
九
頁
の
引
用
文
参
看
t
、
こ
の
種
の
懐
旧
談
に
は
ま
ま
見
ら

れ
る
不
正
確
な
い
し
漠
然
的
な
一
面
は
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
、
筆
者
に

は
、
取
り
た
て
て
指
摘
す
る
ほ
ど
の
文
脈
上
の
不
自
然
さ
は
感
得
さ
れ
な

い
。
さ
ら
に
加
え
て
、
こ
の
明
治
十
二
年
・
民
法
人
事
編
草
案
の
貴
重
な

〈
原
資
料
〉
の
最
初
の
所
有
者
が
、
お
そ
ら
く
は
木
村
正
辞
に
ち
が
い
な

　
　
　
（
5
3
）

い
こ
と
も
、
こ
の
磯
部
談
話
の
正
確
性
を
裏
付
け
る
一
傍
証
と
も
な
ろ
う
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
ち
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ

　
か
く
考
証
を
す
す
め
て
く
る
と
ぎ
、
磯
部
談
話
に
は
あ
る
程
度
の
信
愚

性
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
の
推
論
に
到
達
す
る
。

　
と
す
れ
ぽ
、
明
治
十
二
年
・
民
法
人
事
編
草
案
の
編
纂
ス
タ
ッ
フ
は
、

ポ
ア
ソ
ナ
ー
ド
を
中
核
に
、
箕
作
麟
祥
と
磯
部
四
郎
が
起
草
委
員
の
役
割

を
担
当
し
、
い
わ
ぽ
討
議
員
的
職
責
を
担
っ
た
の
が
牟
田
口
通
照
・
西
成

度
・
池
田
弥
一
・
水
本
成
美
・
鶴
田
皓
ら
で
あ
り
、
広
義
の
音
韻
関
係
担

当
者
が
木
村
正
辞
・
杉
山
孝
敏
の
両
名
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
ひ
と

ま
ず
な
る
で
あ
ろ
う
。

＊
　
　
＊
　
　
＊
　
　
＊
　
　
＊
　
　
＊

「
明
治
一
〇
年
代
の
一
〇
年
と
い
う
年
月
は
、
近
代
的
な
日
本
法
の
生
成
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と
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ぽ
、
ま
こ
と
に
す
さ
ま
じ
い
疾
風
怒
濤
の
時
代
で

あ
っ
た
と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
そ
の
一
〇
年
は
、
明
治
新
政
府
の
草
創
の

時
期
か
ら
逸
早
く
驚
嘆
す
べ
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
集
中
し
て
取
り
組
ま
れ
て

い
た
近
代
ヨ
i
・
ッ
パ
法
の
継
受
と
い
う
気
の
遠
く
な
る
程
の
大
事
業
が
、

初
期
の
手
さ
ぐ
り
の
時
期
を
つ
ぎ
ぬ
け
て
大
河
の
如
く
う
ね
り
出
し
、
や

が
て
出
揃
っ
て
く
る
多
く
の
近
代
的
な
法
典
の
基
盤
を
培
っ
た
だ
け
で
な

く
、
そ
の
よ
う
に
目
的
を
は
っ
き
り
意
識
し
た
努
力
の
副
産
物
と
し
て
、

そ
う
し
た
外
来
的
要
素
を
も
つ
諸
法
典
を
自
主
的
に
支
え
き
る
学
問
的
環

境
も
、
目
覚
ま
し
い
勢
い
で
整
備
さ
れ
て
行
っ
た
時
代
だ
と
み
な
け
れ
ば

　
　
（
弘
）

な
ら
な
い
」
．

　
そ
の
明
治
十
年
代
の
初
頭
に
、
い
わ
ゆ
る
明
治
十
一
年
民
法
草
案
廃
棄

の
あ
と
を
う
け
て
、
お
そ
ら
く
は
同
十
二
年
一
月
～
三
月
前
後
以
降
、
司

法
省
内
で
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
を
中
枢
に
箕
作
麟
祥
・
磯
部
四
郎
ら
を
起
草

委
員
と
す
る
民
法
典
編
成
作
業
が
開
始
さ
れ
．
人
事
編
草
案
を
作
成
す
る
。

　
し
か
し
、
司
法
卿
・
大
木
喬
任
の
元
老
院
議
長
へ
の
転
出
は
、
所
期
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

既
定
方
針
に
一
大
転
機
を
も
た
ら
さ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
司
法
省
内

に
民
法
編
纂
局
を
設
置
す
る
構
想
す
ら
胸
中
に
も
ち
．
民
法
典
の
早
期
実

現
に
た
だ
な
ら
ぬ
意
欲
を
燃
や
す
大
木
は
、
改
め
て
民
法
編
纂
局
を
元
老

院
内
に
創
置
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
当
時
の
ベ
ス
ト
・
メ
ソ
バ
ー
に
近
い

主
要
編
纂
ス
タ
ッ
フ
を
引
き
抜
き
、
新
し
い
基
本
方
針
の
も
と
、
旧
民
法

の
編
纂
に
ス
タ
ー
ト
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
意
味
で
は
、
明
治
十
二
年
・
民
法
人
事
編
草
案
は
、
内
容
的
な
面

か
ら
吟
味
し
て
も
．
ま
た
明
治
民
法
編
纂
史
全
体
の
流
れ
か
ら
見
て
も
、

あ
く
ま
で
も
過
渡
的
な
民
法
草
案
で
あ
っ
た
、

与
え
ら
れ
よ
う
．

と
の
歴
史
的
位
置
づ
け
が

（
1
）
　
向
井
健
「
新
た
な
る
民
法
人
事
編
草
案
－
明
治
十
二
年
草
案
と
、
そ
の

周
辺
i
」
『
法
学
研
究
』
五
八
巻
七
号
一
頁
以
下
。

　な

お
．
本
稿
の
引
用
に
お
い
て
は
、
「
前
稿
」
と
略
称
す
る
。

（
2
）
　
福
島
正
夫
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
博
士
の
人
格
と
拷
問
制
反
対
活
動
」
『
法
学

　
セ
ミ
ナ
ー
』
一
＝
六
号
一
八
頁
。

（
3
）
　
ポ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
関
す
る
従
前
の
主
要
研
究
文
献
に
つ
い
て
は
、
前
稿
・

　
一
〇
頁
・
註
（
1
6
）
参
照
。

　
近
時
、
福
島
小
夜
子
「
明
治
初
年
の
日
本
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
法
と
の
出
会

　
い
1
条
約
改
正
期
の
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
イ
ス
ラ
ム
法
を
め
ぐ
っ
て
ー
」

『
宗
教
法
』
三
号
一
頁
以
下
に
接
し
た
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
関
連
す
る
研
究
文

献
の
補
遺
と
し
て
掲
出
す
る
。

（
4
）
　
福
島
正
夫
博
士
は
、
明
治
十
一
年
民
法
草
案
を
指
し
て
、
「
私
は
む
し
ろ

『
箕
作
民
法
草
案
』
と
称
す
る
の
が
適
当
と
考
え
る
」
（
福
島
正
夫
「
明
治
十
五

年
の
身
分
登
記
条
例
草
案
」
『
早
稲
田
法
学
』
五
〇
巻
三
号
一
二
二
頁
）
と
い

　わ

れ
て
い
る
。

（
5
）
　
清
浦
奎
吾
『
明
治
法
制
史
』
五
八
四
ー
五
八
五
頁
。

　
ち
な
み
に
、
本
書
の
大
半
は
ゴ
ー
ス
ト
・
ラ
イ
タ
ー
の
筆
に
な
っ
た
も
の
、

　と

の
風
説
は
か
ね
て
よ
り
根
強
い
。

（
6
）
　
明
治
十
一
年
民
法
草
案
に
つ
い
て
の
主
要
先
行
業
績
を
め
ぐ
っ
て
は
、
前

稿
・
九
頁
・
註
（
4
）
（
5
）
参
照
。

（
7
）
　
尾
佐
竹
猛
『
明
治
大
正
政
治
史
講
話
』
一
八
○
頁
。

（
8
）
　
日
本
経
営
史
研
究
所
（
編
）
『
五
代
友
厚
伝
記
資
料
』
e
一
七
七
頁
。
土

居
通
夫
か
ら
五
代
友
厚
に
あ
て
た
「
内
々
事
」
と
記
さ
れ
た
書
簡
の
一
節
で
あ

　る。
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ち
な
み
に
、
土
居
通
夫
に
つ
い
て
、
た
と
え
ぽ
、
宮
本
又
郎
「
土
居
通
夫
」

　
『
日
本
の
企
業
家
』
e
一
七
五
頁
以
下
参
照
。

（
9
）
　
尾
佐
竹
・
前
掲
『
明
治
大
正
政
治
史
講
話
』
一
八
一
頁
。

（
1
0
）
　
明
治
二
十
二
年
五
月
十
五
日
付
の
『
日
本
』
社
説
に
お
い
て
、
執
筆
者
た

る
陸
翔
南
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
を
賞
揚
し
て
い
う
。

　
　
「
明
治
六
七
年
の
日
本
は
民
間
に
於
て
は
勿
論
、
政
府
に
於
て
も
未
だ
各
国

法
律
の
原
則
を
熟
知
せ
ざ
り
き
。
当
時
の
法
律
家
は
只
だ
明
清
の
律
令
を
案
じ

て
刑
名
を
談
じ
、
大
岡
政
談
業
陰
秘
事
の
類
を
以
て
裁
判
の
要
訣
を
講
ず
る
者

多
か
り
き
。
権
利
義
務
の
思
想
は
箕
作
先
生
の
仏
蘭
西
法
律
訳
書
に
よ
り
て
、

僅
に
其
の
一
端
を
彷
彿
の
間
に
生
じ
た
る
の
み
。
此
の
時
に
方
り
て
外
国
の
一

法
律
家
あ
り
。
日
本
に
来
り
て
泰
西
法
律
の
原
則
を
講
明
し
、
日
本
の
官
吏
書

生
を
し
て
其
の
未
だ
夢
想
に
だ
も
知
ら
ざ
る
所
の
法
理
を
漸
く
解
せ
し
む
る
に

至
り
た
る
は
、
其
の
労
其
の
功
既
に
偉
大
な
り
と
云
ふ
べ
し
。
況
ん
や
十
五
年

間
一
日
の
如
く
政
府
の
立
法
事
業
に
参
同
し
て
、
数
多
正
良
の
意
見
を
献
じ
た

る
に
於
て
を
や
。
況
ん
や
泰
西
人
の
身
を
以
て
常
に
日
本
の
独
立
権
を
回
復
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
へ

ん
こ
と
を
思
ひ
、
泰
西
諸
国
人
の
意
望
に
反
対
し
て
偏
に
目
本
の
権
利
を
敬
重

し
、
世
の
穀
誉
に
頓
着
せ
ず
し
て
日
本
の
国
際
上
に
於
け
る
危
険
を
救
は
ん
と

企
図
す
る
に
於
て
を
や
。
而
し
て
此
の
人
の
功
績
栄
誉
は
目
本
人
民
に
知
ら
る

　
』
よ
り
も
、
寧
ろ
能
く
其
の
本
国
人
に
知
ら
る
』
こ
と
却
て
多
き
が
如
し
」

　
（
『
陸
錫
南
全
集
』
O
八
六
ー
八
七
頁
）
と
。

（
1
1
）
　
野
田
良
之
「
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
と
陸
掲
南
」
『
法
学
志
林
』
七
一
巻
二
”
三

　
目
四
合
併
号
二
七
頁
．

（
12
）
　
大
久
保
泰
甫
「
ホ
ア
ソ
ナ
ー
ド
研
究
の
意
義
」
『
朝
日
新
聞
』
昭
和
四
八

年
二
月
一
五
日
号
。

（
1
3
）
　
大
槻
文
彦
『
箕
作
麟
祥
君
伝
』
一
〇
三
頁
。
た
だ
し
、
大
木
の
司
法
卿
就

　任は、

明
治
六
年
十
月
の
こ
と
で
あ
る
。

（
1
4
）
　
明
治
十
一
年
民
法
草
案
の
編
目
・
条
数
・
起
草
年
月
日
に
つ
い
て
は
、
小

早
川
欣
吾
「
旧
民
法
典
編
纂
過
程
と
旧
民
法
典
に
関
す
る
論
争
に
就
い
て
」

『
続
明
治
法
制
叢
考
』
二
二
四
ー
二
二
六
頁
参
照
。

（
1
5
）
　
磯
部
四
郎
の
小
伝
に
つ
い
て
は
、
向
井
健
「
磯
部
四
郎
」
『
法
学
セ
ミ
ナ

　
ー
』
三
三
五
号
・
目
次
表
、
森
長
英
三
郎
「
幸
徳
事
件
を
め
ぐ
る
弁
護
人
」
㊧

　『

法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
二
〇
号
六
三
頁
参
照
。

　
　
な
お
、
こ
の
森
長
論
文
は
、
近
時
、
森
長
英
三
郎
『
目
本
弁
護
士
列
伝
』
九

頁
以
下
に
再
録
さ
れ
た
。

（
旭
）
　
大
槻
・
前
掲
『
箕
作
麟
祥
君
伝
』
一
一
一
－
一
一
二
頁
。

　
　
ち
な
み
に
、
磯
部
が
足
か
け
四
年
に
お
よ
ぶ
フ
ラ
ン
ス
留
学
か
ら
帰
朝
し
て

判
事
に
任
官
し
た
の
は
、
同
十
二
年
二
月
の
こ
と
で
あ
る
．

（
1
7
）
　
文
中
に
見
え
る
同
十
三
年
三
月
の
官
制
改
革
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
吉

井
蒼
生
夫
「
中
央
権
力
機
構
の
形
成
」
『
日
本
近
代
法
体
制
の
形
成
』
ω
一
〇

八
頁
以
下
参
照
。

（
1
8
）
　
手
塚
豊
「
明
治
十
一
年
民
法
草
案
編
纂
前
後
の
一
考
察
」
『
滝
川
博
士
還

暦
記
念
論
文
集
・
日
本
史
篇
』
八
五
四
頁
。

（
1
9
）
　
石
井
良
助
「
明
治
十
一
年
民
法
草
案
」
⇔
『
法
律
時
報
』
三
〇
巻
六
号
六

八
頁
。

（
2
0
）
磯
部
四
郎
「
民
法
編
纂
ノ
由
来
二
関
ス
ル
記
憶
談
」
『
法
学
協
会
雑
誌
』

三
一
巻
八
号
一
五
四
頁
。

（
2
1
）
　
前
註
（
7
）
に
同
じ
。

（
2
2
）
　
井
上
正
一
「
仏
国
民
法
ノ
我
国
二
及
ホ
シ
タ
ル
影
響
」
『
仏
蘭
西
民
法
百

年
紀
念
論
集
』
五
八
頁
。

（
2
3
）
　
明
治
十
二
年
説
を
採
る
主
要
文
献
に
つ
い
て
は
、
前
稿
・
八
頁
お
よ
び
二

五
頁
参
照
。

（
2
4
）
　
前
稿
・
一
三
頁
・
註
（
4
3
）
参
照
。

（
2
5
）
　
磯
部
・
前
掲
「
民
法
編
纂
ノ
由
来
二
関
ス
ル
記
憶
談
」
一
五
五
頁
。

（
2
6
）
　
清
浦
・
前
掲
『
明
治
法
制
史
』
五
八
五
頁
。
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（
2
7
）
　
か
つ
て
、
石
井
良
助
博
士
が
、
「
明
治
一
一
年
草
案
は
明
治
一
二
年
三
月

に
修
補
委
員
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー

ド
に
よ
る
民
法
の
編
纂
は
明
治
一
三
年
に
始
ま
っ
た
」
（
石
井
・
前
掲
「
明
治

十
一
年
民
法
草
案
」
⇔
六
九
頁
）
と
論
定
し
た
の
は
、
や
や
速
断
と
い
え
よ
う
。

（
2
8
）
　
前
稿
・
一
四
ー
一
六
頁
に
そ
の
構
成
を
、
前
稿
・
幅
七
頁
に
そ
の
相
互
関

係
を
示
し
た
。

（
2
9
）
　
穂
積
陳
重
を
め
ぐ
る
主
要
先
行
業
績
に
つ
い
て
は
、
前
稿
・
二
二
頁
・
註

　
（
8
）
参
照
。

　
近
時
、
小
林
好
信
「
穂
積
陳
重
の
刑
法
理
論
」
『
大
阪
学
院
大
学
・
法
学
研

究
』
一
〇
巻
一
ロ
ニ
合
併
号
一
五
頁
以
下
、
大
津
亨
「
『
立
法
の
法
社
会
学
的

研
究
』
の
た
め
の
序
論
的
考
察
」
e
『
東
京
都
立
大
学
・
法
学
会
雑
誌
』
二
五

巻
二
号
二
六
九
頁
以
下
の
両
編
が
公
け
に
さ
れ
た
。
と
く
に
後
者
は
、
穂
積
の

名
著
の
一
つ
と
い
わ
れ
る
『
法
典
論
』
を
採
り
あ
げ
た
本
格
的
考
察
で
、
ま
こ

　と

に
注
目
す
ぺ
き
研
究
で
あ
ろ
う
。

（
30
）
　
「
東
京
大
学
法
学
部
百
年
史
稿
」
e
『
国
家
学
会
雑
誌
』
九
一
巻
九
”
一

〇
合
併
号
一
七
〇
頁
。

（
31
）
　
中
隠
居
士
（
今
村
和
郎
）
『
解
難
』
六
頁
。

（
32
）
　
小
早
川
・
前
掲
「
旧
民
法
典
編
纂
過
程
と
旧
民
法
典
に
関
す
る
論
争
に
就

　
い
て
」
二
二
〇
頁
参
照
。

（
3
3
）
　
前
註
（
％
）
に
同
じ
．

　
　
ち
な
み
に
、
前
註
（
1
6
）
に
記
述
し
た
よ
う
に
、
磯
部
四
郎
が
フ
ラ
ン
ス
留

学
か
ら
帰
国
し
て
判
事
に
任
官
し
た
の
は
、
同
十
二
年
二
月
で
あ
る
．
の
ち
に

考
証
を
加
え
る
と
お
り
、
彼
は
同
年
の
司
法
省
に
お
け
る
民
法
典
編
成
に
際
し
、

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
を
補
佐
し
た
有
力
ス
タ
ッ
フ
と
推
定
さ
れ
る
。
彼
が
判
事
任
官

直
後
に
編
纂
関
係
者
に
起
用
さ
れ
た
と
推
考
す
れ
ば
、
同
年
二
月
な
い
し
三
月

　
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
自

　身の

記
述
と
矛
盾
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
34
）
　
い
わ
ゆ
る
明
治
二
十
三
年
戸
籍
法
案
を
第
一
帝
国
議
会
に
お
い
て
審
議
し

た
際
、
議
員
に
配
布
さ
れ
た
『
戸
籍
法
説
明
』
中
の
文
言
．
福
島
正
夫
『
家
制

度
の
研
究
』
（
資
料
篇
e
）
二
二
頁
よ
り
引
用
。

（
3
5
）
　
明
治
十
五
年
七
月
三
目
、
「
戸
籍
規
則
」
が
元
老
院
の
審
議
に
附
さ
れ
た

際
の
箕
作
の
発
言
の
一
節
で
あ
る
。
『
元
老
院
会
議
筆
記
』
明
治
一
五
年
七
月

三
日
・
第
三
一
八
号
議
案
・
第
一
読
会
よ
り
引
用
。

　
な
お
、
こ
の
部
分
は
、
福
島
正
夫
『
家
制
度
の
研
究
』
（
資
料
篇
口
）
一
六

〇
ー
一
六
一
頁
に
複
刻
さ
れ
て
い
る
。

（
36
）
　
福
島
・
前
掲
「
明
治
十
五
年
の
身
分
登
記
条
例
草
案
」
一
四
一
頁
。

（
37
）
　
「
民
法
仮
法
則
」
に
つ
い
て
、
向
井
健
「
民
法
典
の
編
纂
」
『
日
本
近
代

法
体
制
の
形
成
』
㊦
三
五
一
頁
以
下
参
照
。

（
3
8
）
　
明
治
十
一
年
民
法
草
案
を
め
ぐ
っ
て
は
、
前
稿
・
三
頁
以
下
参
照
。

（
3
9
）
　
内
務
省
の
「
戸
籍
証
書
規
則
」
案
に
つ
い
て
は
、
福
島
正
夫
『
家
制
度
の

研
究
』
（
資
料
篇
臼
）
解
題
六
頁
以
下
、
本
文
五
頁
以
下
参
照
。

　
な
お
、
近
年
、
石
井
博
士
の
紹
介
し
た
内
務
省
文
書
中
に
、
「
身
上
証
書
ハ
、

人
民
ノ
身
分
ヲ
明
ニ
ス
ル
証
書
ニ
シ
テ
、
財
産
相
続
等
ノ
訴
訟
ア
ル
ト
キ
ハ
、

極
メ
テ
必
要
ノ
者
タ
リ
、
故
二
財
産
相
続
法
ヲ
定
ル
ト
キ
ハ
、
身
上
証
書
ノ
法

亦
設
ケ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
当
時
草
案
中
」
（
石
井
良
助
『
日
本
相
続
法
史
』
四

八
○
頁
）
と
見
え
る
が
、
「
当
時
草
案
中
」
の
「
身
上
証
書
ノ
法
」
と
は
、
こ

　
の
「
戸
籍
証
書
規
則
」
と
き
わ
め
て
密
接
に
関
係
す
る
も
の
に
ち
が
い
な
い
。

　
　
さ
ら
に
、
明
治
九
年
と
推
定
さ
れ
る
船
越
衛
の
意
見
書
中
に
、
「
戸
籍
法
二

基
キ
身
上
証
書
ノ
如
キ
制
ヲ
モ
草
案
セ
シ
ト
雛
ト
モ
是
亦
今
日
ノ
戸
籍
法
ト
多

少
矛
盾
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
テ
官
民
ノ
煩
累
ヲ
来
ス
ヘ
キ
ヲ
量
リ
亦
其
議
ヲ
停
止
セ

　
リ
」
（
福
島
・
前
掲
『
家
制
度
の
研
究
』
資
料
篇
白
・
本
文
二
〇
頁
）
と
あ
る

が
、
こ
れ
ま
た
深
い
関
連
を
有
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
4
0
）
　
「
身
上
証
書
法
律
案
」
に
関
し
て
は
、
向
井
健
「
新
た
な
る
身
上
証
書
法

律
案
」
『
法
学
研
究
』
三
二
巻
一
〇
号
三
五
頁
以
下
、
同
「
『
新
た
な
る
身
上
証
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　書法律案

』
補
考
」
『
法
学
研
究
』
三
二
巻
一
二
号
五
七
頁
以
下
参
照
。

（
4
1
）
　
「
身
分
登
記
条
例
」
草
案
に
つ
い
て
は
、
福
島
・
前
掲
「
明
治
十
五
年
の

身
分
登
記
条
例
草
案
」
五
三
頁
以
下
参
照
。

（
4
2
）
　
旧
民
法
の
編
纂
に
つ
い
て
は
、
向
井
・
前
掲
「
民
法
典
の
編
纂
」
三
六
九

頁
以
下
参
照
。

（
4
3
）
　
明
治
十
五
年
七
月
三
日
、
「
戸
籍
規
則
」
審
議
の
元
老
院
第
一
読
会
に
お

　
い
て
、
議
官
・
渡
辺
清
は
い
う
。
「
国
各
其
，
慣
習
ア
リ
テ
善
良
ナ
ル
モ
ノ
ハ
保

持
シ
テ
壊
ラ
サ
ル
ヲ
要
ス
戸
籍
法
タ
ル
仮
令
各
国
二
無
キ
所
ニ
シ
テ
独
リ
我
国

　
ノ
ミ
ニ
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
モ
各
国
ハ
身
分
証
書
ヲ
以
テ
規
約
シ
我
国
ハ
因
襲
久

　
シ
キ
戸
籍
法
ヲ
以
テ
ス
ル
ニ
何
ノ
不
可
ア
ラ
ど
（
『
元
老
院
会
議
筆
記
』
明
治

　
一
五
年
七
月
三
日
・
第
三
一
八
号
議
案
・
第
一
読
会
よ
り
引
用
）
と
。

　
当
時
、
こ
の
種
の
見
解
が
支
配
的
で
あ
っ
た
こ
と
に
想
到
す
れ
ば
、
身
分
証

書
の
系
統
に
つ
ら
な
る
諸
草
案
の
編
成
が
、
文
字
ど
お
り
挫
折
に
つ
ぐ
挫
折
の

連
続
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
ま
た
納
得
さ
れ
よ
う
。

（
必
）
　
前
註
（
2
5
）
に
同
じ
。

（
4
5
）
　
前
註
（
2
6
）
に
同
じ
。

（
4
6
）
司
法
省
内
民
法
編
纂
局
を
め
ぐ
る
新
資
料
と
そ
の
考
証
に
つ
い
て
、
前

稿
二
八
頁
以
下
参
照
．

（
4
7
）
　
大
槻
・
前
掲
『
箕
作
麟
祥
君
伝
』
二
二
頁
。

（
4
8
）
　
こ
の
磯
部
談
話
に
登
場
す
る
人
物
に
つ
い
て
、
ア
ト
・
ラ
ソ
ダ
ム
に
横
顔

を
示
そ
う
。

　
箕
作
麟
祥
は
別
格
と
し
て
、
磯
部
四
郎
（
当
時
、
判
事
）
に
つ
い
て
は
、
前

註
（
1
5
）
参
照
．
牟
田
口
通
照
（
当
時
、
司
法
兼
太
政
官
権
大
書
記
官
）
は
、

明
治
十
一
年
民
法
草
案
編
纂
に
際
し
、
箕
作
と
ペ
ア
を
組
ん
だ
人
物
。
西
成
度

　
（
当
時
、
判
事
・
東
京
上
等
裁
判
所
所
長
心
得
）
は
旧
民
法
の
編
纂
に
も
重
要

な
役
割
を
演
じ
、
の
ち
大
審
院
長
の
要
職
を
占
め
た
。
西
周
と
取
り
違
え
た
先

行
研
究
文
献
が
見
ら
れ
る
が
、
ま
っ
た
く
別
人
で
あ
る
。
池
田
弥
一
（
当
時
、

　判事・

東
京
裁
判
所
長
）
。
水
本
成
美
（
当
時
、
元
老
院
議
官
）
に
つ
い
て
は
、

　
手
塚
豊
「
明
治
法
制
史
上
に
於
け
る
水
本
成
美
」
『
明
治
文
化
の
新
研
究
』
三

　
四
五
頁
以
下
参
照
。

　
　
鶴
田
皓
（
当
時
、
司
法
兼
太
政
官
大
書
記
官
）
は
、
旧
刑
法
編
纂
に
当
た
り
、

　
日
本
側
委
員
の
第
一
人
者
と
し
て
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
を
補
佐
し
、
時
に
は
彼
と
対

決
し
た
先
達
で
あ
っ
て
、
治
罪
法
編
成
に
も
参
画
、
さ
ら
に
商
法
典
の
編
修
に

　
も
深
く
関
与
し
た
。
木
村
正
辞
（
当
時
、
判
事
）
に
つ
い
て
は
、
前
稿
・
二
三

頁
・
註
（
14
）
参
照
。
杉
山
孝
敏
（
当
時
、
司
法
権
少
書
記
官
）
は
、
こ
の
時

　
期
以
前
に
、
い
わ
ゆ
る
司
法
省
法
学
校
の
行
政
職
の
ポ
ス
ト
を
占
め
て
活
躍
し
、

　
こ
の
時
期
以
後
、
太
政
官
法
制
部
に
転
じ
た
．

　
　
な
お
、
当
時
の
官
職
は
、
筆
者
所
蔵
の
『
官
員
録
』
に
拠
っ
た
。

（
4
9
）
　
玉
乃
世
履
に
つ
い
て
、
倉
田
卓
次
「
玉
乃
世
履
異
聞
」
『
裁
判
官
の
書
斎
』

　
一
二
七
頁
以
下
は
興
味
ぶ
か
い
。

（
50
）
楠
田
英
世
に
関
し
て
は
、
前
稿
二
二
頁
・
註
（
2
8
）
参
照
。

（
51
）
津
田
真
道
を
め
ぐ
る
簡
明
な
小
伝
と
し
て
、
向
井
健
「
津
田
真
道
」
『
法

学
セ
ミ
ナ
ー
』
三
〇
四
号
・
目
次
表
参
照
。

（
52
）
　
磯
部
四
郎
『
大
日
本
新
典
民
法
釈
義
』
（
財
産
編
第
壱
部
・
物
権
之
部
）

簿
言
一
四
ー
一
五
頁
。

（
5
3
）
　
前
稿
・
｝
七
頁
参
照
。

（
54
）
　
三
ケ
月
章
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
財
産
差
押
法
草
案
に
お
け
る
執
行
制
度
の

基
本
構
想
」
『
民
事
訴
訟
の
理
論
』
㊦
（
中
田
淳
一
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
）

　
一
一
九
頁
。

（
5
5
）
　
大
木
の
元
老
院
議
長
就
任
は
、
同
十
三
年
二
月
で
あ
る
。
参
議
の
ポ
ス
ト

は
そ
の
ま
ま
で
、
二
月
末
に
司
法
省
を
去
る
。
同
年
三
月
の
官
制
改
革
の
結
果
、

彼
は
、
法
制
部
主
管
の
参
議
と
な
っ
た
。
な
お
、
こ
の
官
制
改
革
に
つ
い
て
は
、

前
註
（
1
7
）
参
照
。
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☆
☆
☆

凡
　
　
例

e
　
A
案
に
は
、
部
分
的
に
か
な
り
修
訂
の
筆
が
入
っ
て
、
錯
雑
し
て
い
る
個
所

　
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ひ
と
ま
ず
B
・
C
両
案
を
複
刻
・
公
表

　
す
る
こ
と
に
し
た
。
A
案
に
つ
い
て
も
、
将
来
、
適
当
な
機
会
を
え
て
、
複
刻

　
を
予
定
し
て
い
る
。

　
　
な
お
、
A
・
B
・
C
三
案
の
形
状
・
構
成
内
容
・
相
互
関
係
な
ど
を
め
ぐ
っ

　
て
は
、
前
稿
・
一
四
頁
以
下
参
照
。

⇔
複
刻
は
、
な
る
べ
く
原
本
の
体
裁
を
保
つ
こ
と
に
つ
と
め
た
が
、
印
刷
上
の

　
便
宜
か
ら
、
通
常
使
用
し
な
い
字
体
は
若
干
改
め
た
。
毘
・
「
な
ど
の
い
わ
ゆ

　
る
合
字
を
、
ト
モ
・
コ
ト
に
改
め
た
の
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。

　
な
お
、
ル
ビ
は
す
べ
て
カ
ヅ
ト
し
た
。

㊧
　
第
三
十
四
条
と
第
三
十
五
条
の
問
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
「
仏
九
十
九
条
　
此

　条可改

正
」
は
、
原
本
で
は
、
第
三
十
五
条
の
欄
外
の
書
き
入
れ
で
あ
る
。
第

　
四
十
四
条
・
第
四
十
五
条
間
の
「
未
決
」
も
同
様
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

民
法
草
案

第
一
編
　
人
事

第
一
巻

第
一
章

私
権
ヲ
享
有
ス
ル
事
及
ヒ
行
フ
事

私
権
ヲ
享
有
ス
ル
事

第
一
条
　
私
権
ハ
人
ト
人
ト
ノ
間
二
其
私
ノ
交
際
ヲ
規
定
ス
ル
所
ノ
権
利

　
ナ
リ
即
チ
民
法
二
因
リ
与
ヘ
タ
ル
総
テ
ノ
権
利
ハ
大
概
私
権
ナ
リ

第
二
条
総
テ
ノ
日
本
人
ハ
私
権
ヲ
享
有
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
三
条
外
国
人
ハ
日
本
ノ
法
律
二
因
り
特
別
二
禁
シ
テ
ア
ラ
サ
ル
所
ノ

　
私
権
ヲ
日
本
二
於
テ
享
有
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
又
右
ノ
法
律
二
因
リ
禁
シ
タ

　
ル
所
ノ
権
利
ノ
享
有
二
付
テ
ハ
日
本
政
府
ト
其
外
国
人
ノ
政
府
ト
ノ
間

　
二
条
約
ノ
存
在
ス
ル
ヲ
必
要
ト
ス

第
四
条
　
日
本
人
ト
婚
姻
ス
ル
外
国
ノ
女
ハ
其
夫
ノ
分
限
二
従
ヒ
日
本
人

　
ト
ナ
ル
モ
ノ
ト
ス

　
外
国
人
ト
婚
姻
ス
ル
日
本
ノ
女
ハ
其
夫
ノ
分
限
二
従
ヒ
外
国
人
ト
ナ
ル

　
モ
ノ
ト
ス

第
五
条
　
総
テ
ノ
外
国
人
ハ
帰
化
ノ
法
律
二
従
フ
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
日
本
人

　
タ
ル
ノ
分
限
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
六
条
　
然
レ
ト
モ
日
本
二
於
テ
外
国
人
ノ
生
ミ
シ
総
テ
ノ
人
ハ
其
丁
年

　
ノ
時
期
二
続
ク
所
ノ
一
年
内
二
日
本
人
タ
ル
ノ
分
限
ヲ
得
ン
ト
求
ム
ル

　
コ
ト
ヲ
得

　
其
為
メ
ニ
ハ
其
人
ノ
日
本
二
居
住
ス
ル
所
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
其
意
ハ
日

　
本
二
其
住
所
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ナ
ル
旨
ヲ
書
面
二
因
リ
申
述
シ
及
ヒ
其
人

　
ノ
外
国
二
居
住
ス
ル
所
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
其
住
所
ヲ
日
本
二
定
ム
ル
コ

　
ト
ノ
決
意
ノ
証
書
ヲ
出
シ
且
ツ
其
決
意
ノ
証
書
ヲ
出
セ
シ
ヨ
リ
一
年
内

　
二
日
本
二
現
住
ス
ル
コ
ト
ヲ
必
要
ト
ス

第
七
条
　
前
条
ノ
条
目
ハ
若
シ
帰
化
セ
シ
外
国
人
ノ
子
力
其
父
母
ノ
帰
化

　
ノ
時
幼
年
者
タ
リ
シ
時
ハ
其
子
ニ
モ
亦
適
用
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
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第
八
条
　
外
国
二
於
テ
日
本
人
ノ
生
ミ
シ
総
テ
ノ
子
ハ
日
本
人
ナ
リ

　
日
本
人
タ
ル
ノ
分
限
ヲ
失
ヒ
シ
所
ノ
日
本
人
ノ
外
国
二
於
テ
生
ミ
シ
総

　
テ
ノ
子
ハ
第
三
条
ノ
第
二
項
二
因
リ
定
ム
ル
法
式
ヲ
履
行
ス
ル
ニ
於
テ

　
ハ
何
時
ニ
テ
モ
其
分
限
ヲ
復
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
九
条
　
外
国
人
ハ
目
本
二
居
住
セ
ス
ト
錐
モ
日
本
二
於
テ
又
ハ
外
国
二

　
於
テ
其
外
国
人
ノ
日
本
人
二
対
シ
テ
負
フ
タ
ル
所
ノ
義
務
ノ
執
行
ノ
為

　
メ
日
本
ノ
裁
判
所
二
呼
出
サ
ル
・
コ
ト
ヲ
得

第
十
条
　
日
本
人
ハ
外
国
人
二
対
ス
ル
ト
錐
モ
外
国
人
二
於
テ
負
フ
タ
ル

　
所
ノ
義
務
ノ
執
行
ノ
為
メ
日
本
ノ
裁
判
所
二
呼
出
サ
ル
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
一
条
　
日
本
人
タ
ル
ノ
分
限
ハ
左
ノ
諸
件
二
因
リ
失
フ
モ
ノ
ト
ス

　
　
第
一
　
外
国
二
於
テ
得
タ
ル
帰
化
ノ
事
轡
、
覗
脇
加
福
〃
彬
睡
乃
勧
畔
捨
財

　
　
　
　
　
外
国
人
ト
ナ
ル
ヲ
云
フ
ニ
ア
レ
ハ
帰
化
ノ
訳
字
ハ
蓋
シ
不
当
ナ
レ
ト
モ
第
五
条

　
　
　
　
　
一
一
「
ナ
チ
ユ
ラ
リ
ザ
シ
オ
ン
」
ヲ
帰
化
ト
訳
シ
タ
レ
ハ
此
ノ
所
昌
モ
亦
姑
ラ
ク

　
　
　
　
　
帰
化
ノ
訳
字
ヲ

　
　
　
　
　
用
ヒ
置
ケ
リ

　
　
第
二
　
外
国
政
府
ヨ
リ
与
ヘ
タ
ル
公
ケ
ノ
職
務
又
ハ
貴
族
ノ
名
称
ヲ

　
　
　
　
　
政
府
舶
”
湘
鉢
政
ヨ
リ
允
許
サ
レ
ス
シ
テ
受
諾
ス
ル
事

　
　
第
三
　
帰
ル
コ
ト
ノ
心
ナ
ク
外
国
二
於
テ
為
シ
タ
ル
総
テ
ノ
定
住

　
　
　
　
　
商
業
ノ
為
メ
ノ
定
住
ハ
決
シ
テ
帰
ル
コ
ト
ノ
心
ナ
ク
為
シ
タ

　
　
　
　
　
ル
ト
シ
テ
思
考
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
十
二
条
　
日
本
人
タ
ル
ノ
分
限
ヲ
失
ヒ
シ
所
ノ
日
本
人
ハ
政
府
ノ
允
許

　
ヲ
以
テ
日
本
二
帰
リ
及
ヒ
日
本
二
住
居
ヲ
定
メ
而
シ
テ
右
ノ
分
限
ヲ
復

　
サ
ン
ト
欲
ス
ル
コ
ト
ト
日
本
ノ
法
律
二
反
ス
ル
総
テ
ノ
格
別
ノ
栄
誉
ヲ

　
拡
棄
ス
ル
コ
ト
ト
ヲ
申
述
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
何
時
二
限
ラ
ス
日
本
人
タ
ル

　
ノ
分
限
ヲ
復
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
三
条
　
前
条
ノ
条
目
ハ
外
国
人
ト
契
約
セ
シ
婚
姻
ノ
効
二
因
リ
日
本

　
人
タ
ル
ノ
分
限
ヲ
失
ヒ
シ
所
ノ
女
二
適
用
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
十
四
条
　
第
八
条
、
第
十
二
条
及
ヒ
第
十
三
条
二
因
リ
定
ム
ル
場
合
二

　
於
テ
日
本
人
タ
ル
ノ
分
限
ヲ
復
ス
ル
所
ノ
各
人
ハ
其
時
期
ノ
後
己
レ
ノ

　
利
益
二
於
テ
開
始
シ
タ
ル
権
利
ヲ
行
フ
事
ノ
為
メ
ニ
非
レ
ハ
決
シ
テ
其

　
分
限
ヲ
益
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
十
五
条
　
政
府
ノ
允
許
ナ
ク
外
国
ノ
兵
役
二
服
シ
又
ハ
外
国
ノ
兵
社
二

　
加
入
ス
ル
所
ノ
日
本
人
ハ
日
本
人
タ
ル
ノ
分
限
ヲ
失
フ
モ
ノ
ト
ス

　
其
日
本
人
ハ
政
府
ノ
許
可
ヲ
得
サ
レ
ハ
日
本
二
帰
リ
来
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
及
ヒ
外
国
人
ノ
日
本
人
ト
ナ
ル
為
メ
其
外
国
人
二
負
セ
ラ
レ
タ
ル
帰
化

　
ノ
為
メ
ノ
要
件
ヲ
履
行
ス
ル
ニ
非
レ
ハ
日
本
人
タ
ル
ノ
分
限
ヲ
復
ス
ル

　
コ
ト
ヲ
得
ス
但
シ
右
二
記
ス
ル
諸
件
ト
本
国
二
対
シ
兵
器
ヲ
執
リ
又
ハ

　
執
ラ
ン
ト
試
ム
ル
所
ノ
日
本
人
二
対
シ
刑
法
二
記
載
ス
ル
刑
ト
相
触
ル

　
・
コ
ト
無
シ
ト
ス

第
二
章
　
私
権
ヲ
行
フ
事

第
十
六
条
　
左
二
記
ス
ル
者
ハ
此
民
法
二
因
リ
為
シ
タ
ル
区
別
二
従
ヒ
概

　
シ
テ
私
権
ヲ
行
フ
コ
ト
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
第
一
　
幼
者

　
　
第
二
　
治
産
ノ
禁
ヲ
受
ケ
タ
ル
者

　
　
第
三
　
結
婚
シ
タ
ル
女

第
十
七
条
　
重
罪
又
ハ
軽
罪
ノ
為
メ
刑
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
刑
法
二

　
因
リ
定
ム
ル
条
目
二
従
ヒ
其
私
権
ヲ
行
フ
事
ヲ
禁
ゼ
ラ
ル
・
モ
ノ
ト
ス
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第
二
巻
　
身
分
証
書

第
一
章
　
総
則

第
十
八
条
　
身
分
証
書
ハ
出
産
、
養
子
、
婚
姻
、
離
婚
、
死
去
等
ノ
如
キ

　
人
ノ
身
分
ヲ
組
成
ス
ル
所
ノ
総
テ
ノ
事
柄
ヲ
公
ケ
ニ
証
ス
ル
為
メ
身
分

　
取
扱
役
ノ
役
所
二
於
テ
設
ケ
タ
ル
簿
冊
上
二
記
入
ス
ヘ
キ
所
ノ
証
書
ナ

　
リ

第
十
九
条
　
身
分
証
書
ヲ
記
入
ス
ル
所
ノ
簿
冊
ハ
各
身
分
取
扱
役
ノ
役
所

　
二
於
テ
ニ
タ
通
リ
設
ク
ヘ
シ
此
ノ
簿
冊
ハ
身
分
証
書
ノ
簿
冊
ト
名
ツ
ク

第
二
十
条
　
身
分
証
書
二
於
テ
ハ
身
分
取
扱
役
ハ
出
席
人
ヨ
リ
申
述
ス
ヘ

　
キ
所
ノ
事
柄
井
二
其
申
述
ノ
ア
リ
タ
ル
年
、
月
、
日
、
時
及
ヒ
其
申
述

　
二
関
係
ア
ル
総
テ
ノ
人
ノ
姓
、
名
、
年
齢
、
職
業
、
住
所
ヲ
表
明
ス
ヘ

　
シ

第
二
十
一
条
身
分
証
書
二
付
テ
ノ
申
述
ヲ
為
ス
ノ
義
務
ア
ル
者
ハ
公
正

　
ノ
名
代
証
書
ヲ
具
有
ス
ヘ
キ
名
代
人
ヲ
以
テ
己
レ
ニ
代
ハ
ラ
シ
ム
ル
コ

　
ト
ヲ
得

第
二
十
二
条
身
分
証
書
ノ
記
入
ノ
為
メ
ニ
ハ
証
人
ヲ
必
要
ト
ス
其
証
人

　
ハ
関
係
人
ノ
撰
ミ
ニ
テ
男
且
ツ
丁
年
ノ
者
ノ
ミ
タ
ル
ヘ
シ

第
二
十
三
条
身
分
取
扱
役
ハ
簿
冊
上
二
記
入
シ
タ
ル
身
分
証
書
ヲ
出
席

　
人
二
読
聞
カ
ス
ヘ
シ

第
二
十
四
条
其
証
書
ハ
身
分
取
扱
役
及
ヒ
出
席
人
自
署
及
ヒ
押
印
ス
ヘ

　
ク
又
ハ
出
席
人
ノ
自
署
ス
ル
ノ
妨
ケ
ト
ナ
ル
所
ノ
原
由
ノ
記
載
ヲ
為
ス

　
可
シ

第
二
十
五
条
身
分
証
書
ノ
簿
冊
ハ
公
用
罫
紙
ヲ
以
テ
作
ル
ヘ
ク
且
ツ
初

　
審
裁
判
所
ノ
上
席
人
ハ
第
一
葉
二
「
第
一
」
ト
書
シ
終
葉
二
「
終
リ
」

　
ト
書
シ
而
シ
テ
各
葉
二
割
印
及
ヒ
番
号
ヲ
付
ス
ヘ
シ

第
二
十
六
条
　
身
分
証
書
ハ
其
簿
冊
上
二
一
モ
空
白
ナ
ク
連
続
シ
テ
記
入

　
ス
ヘ
シ
塗
抹
及
ヒ
参
照
ノ
書
入
ハ
身
分
取
扱
役
及
ヒ
出
席
人
其
証
書
ノ

　
本
文
ト
同
一
ノ
方
法
ニ
テ
自
署
及
ヒ
押
印
ス
ヘ
シ

第
二
十
七
条
毎
年
ノ
終
二
身
分
取
扱
役
ハ
其
簿
冊
上
二
奥
書
ヲ
為
ス
ヘ

　
ク
而
シ
テ
翌
年
ノ
第
一
月
内
二
一
タ
通
リ
ノ
簿
冊
ノ
中
其
一
通
ヲ
其
役

　
所
ノ
最
モ
安
全
ナ
ル
場
所
二
蔵
シ
テ
他
ノ
一
通
ヲ
初
審
裁
判
所
ノ
書
記

　
局
二
蔵
ム
ヘ
シ

第
二
十
八
条
総
テ
ノ
人
ハ
身
分
証
書
ノ
簿
冊
ノ
預
リ
人
ヨ
リ
其
簿
冊
ノ

　
抜
キ
書
ヲ
自
己
ノ
費
用
ニ
テ
己
レ
ニ
渡
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
其
抜
キ
書

　
ハ
其
預
リ
人
自
署
及
ヒ
押
印
ス
ヘ
ク
而
シ
テ
贋
造
ノ
訴
ア
ル
迄
ハ
真
正

　
ト
ス
ヘ
シ

第
二
十
九
条
若
シ
身
分
証
書
ノ
簿
冊
ノ
存
在
セ
ス
又
ハ
其
簿
冊
ヲ
失
フ

　
ト
キ
ハ
其
関
係
人
其
簿
冊
ノ
存
在
セ
サ
ル
事
又
ハ
其
簿
冊
ヲ
失
ヒ
シ
事

　
並
二
己
レ
ノ
身
分
ヲ
記
書
又
ハ
証
人
二
因
リ
証
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
ス
ヘ
シ

第
三
十
条
　
身
分
二
係
ル
証
書
ノ
記
載
ヲ
既
二
記
入
シ
タ
ル
他
ノ
証
書
ノ

　
端
二
為
ス
ヘ
キ
所
ノ
総
テ
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
関
係
人
ノ
願
ヒ
ニ
テ
身
分

　
取
扱
役
己
レ
ノ
保
チ
タ
ル
簿
冊
上
二
其
記
載
ヲ
為
ス
ヘ
シ

　
初
審
裁
判
所
ノ
書
記
役
ハ
身
分
取
扱
役
ヨ
リ
其
裁
判
所
ノ
書
記
局
二
為

　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
ス
ヘ
キ
所
ノ
通
知
ノ
上
己
レ
ノ
保
チ
タ
ル
簿
冊
上
二
前
ト
同
一
ノ
記
載
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ヲ
為
ス
ヘ
シ

第
三
十
一
条
　
若
シ
身
分
取
扱
役
及
ヒ
書
記
役
ノ
前
数
条
二
違
背
ス
ル
ト

　
キ
ハ
関
係
人
ヘ
ノ
損
失
ノ
償
ヒ
ニ
触
ル
・
コ
ト
ナ
ク
十
円
二
過
ク
ヘ
カ

　
ラ
サ
ル
罰
金
ヲ
以
テ
罰
セ
ラ
ル
ヘ
シ

第
三
十
二
条
　
身
分
証
書
ヲ
贋
造
シ
又
ハ
変
造
ス
ル
所
ノ
身
分
取
扱
役
、

　
裁
判
所
ノ
書
記
役
及
ヒ
其
他
ノ
人
ハ
刑
法
二
載
ス
ル
刑
ヲ
以
テ
罰
セ
ラ

　
ル
ヘ
シ

第
三
十
三
条
　
偽
リ
ノ
申
述
ヲ
為
ス
所
ノ
人
及
ヒ
其
申
述
二
立
会
フ
所
ノ

　
証
人
ハ
亦
刑
法
二
載
ス
ル
刑
ヲ
以
テ
罰
セ
ラ
ル
ヘ
シ

第
三
十
四
条
　
検
察
官
ハ
簿
冊
ノ
景
状
ヲ
検
視
ス
ヘ
ク
而
シ
テ
若
シ
其
簿

　
冊
二
違
則
ア
ル
ト
キ
ハ
刑
ノ
適
行
ヲ
求
ム
ヘ
シ

　
　
　
仏
九
十
九
条
　
此
条
可
改
正

第
三
十
五
条
　
身
分
証
書
二
於
ル
錯
誤
改
正
ノ
訴
ハ
其
証
書
ヲ
記
セ
シ
場

　
所
ノ
初
審
裁
判
所
二
為
ス
ヘ
ク
而
シ
テ
裁
判
所
ハ
検
察
官
ノ
求
メ
ノ
上

　
ニ
テ
裁
判
ヲ
言
渡
ス
ヘ
シ
若
シ
関
係
人
ヲ
呼
出
ス
ノ
要
ア
ル
ト
キ
ハ
呼

　
出
ス
コ
ト
ヲ
得

第
三
十
六
条
　
其
改
正
ノ
裁
判
言
渡
ヲ
得
ル
所
ノ
原
告
人
ハ
身
分
取
扱
役

　
二
其
裁
判
言
渡
書
ヲ
渡
ス
ヘ
ク
其
裁
判
言
渡
書
ハ
身
分
取
扱
役
二
渡
サ

　
ル
・
ヤ
否
身
分
取
扱
役
簿
冊
上
二
記
入
シ
且
ツ
其
改
正
シ
タ
ル
証
書
ノ

　
端
二
其
裁
判
言
渡
書
ノ
記
載
ヲ
為
ス
ヘ
シ
但
シ
控
訴
ノ
場
合
ハ
別
段
ナ

　
リ

第
三
十
七
条
　
初
審
裁
判
所
力
身
分
二
係
ル
証
書
ヲ
裁
判
ス
ル
総
テ
ノ
場

　
合
二
於
テ
関
係
人
ハ
其
裁
判
言
渡
ヲ
控
訴
ノ
方
法
二
因
テ
駁
撃
ス
ル
コ

　
ト
ヲ
得

第
三
十
八
条
　
外
国
二
於
テ
作
リ
タ
ル
日
本
人
及
ヒ
外
国
人
ノ
総
テ
ノ
身

　
分
証
書
ハ
其
国
二
於
テ
用
フ
ル
法
式
二
於
テ
記
成
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
真
正

　
ノ
モ
ノ
ト
ス

第
三
十
九
条
　
外
国
二
於
ケ
ル
日
本
人
ノ
総
テ
ノ
身
分
証
書
ハ
日
本
ノ
法

　
律
二
循
ヒ
交
際
取
扱
官
又
ハ
領
事
ノ
記
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
有
効
ノ
モ
ノ
ト

　
ス

第
二
章
出
産
ノ
証
書

第
四
十
条
　
出
産
ノ
申
述
ハ
分
娩
ノ
ア
リ
シ
日
ヲ
算
セ
ス
其
分
娩
ヨ
リ
七

　
日
内
二
其
場
所
ノ
身
分
取
扱
役
二
為
ス
ヘ
シ

第
四
十
一
条
　
子
ノ
出
産
ハ
父
ヨ
リ
申
述
ス
ヘ
シ
又
父
ノ
ア
ラ
サ
ル
ニ
於

　
テ
ハ
其
分
娩
二
立
会
シ
所
ノ
総
テ
ノ
人
ヨ
リ
申
述
ス
ヘ
シ

第
四
十
二
条
　
総
テ
前
二
条
ヘ
ノ
違
背
ハ
刑
法
二
載
ス
ル
刑
ヲ
以
テ
罰
セ

　
ラ
ル
・
モ
ノ
ト
ス

第
四
十
三
条
　
出
産
ノ
申
述
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
身
分
取
扱
役
ハ
証
人
ノ
面
前

　
ニ
テ
即
時
二
其
証
書
ヲ
記
ス
ヘ
シ

第
四
十
四
条
出
産
ノ
証
書
ニ
ハ
出
産
ノ
年
、
月
、
目
、
時
、
場
所
、
其

　
子
ノ
男
女
．
其
子
二
与
ヘ
ン
ト
ス
ル
所
ノ
名
、
父
母
及
ヒ
証
人
ノ
姓
、

　
名
、
職
業
、
住
所
ヲ
表
明
ス
ヘ
シ

　
　
　
未
　
　
　
決

第
四
十
五
条
　
私
生
ノ
子
鯨
庸
鞍
埴
厭
邸
ル
が
都
自
ノ
出
産
ノ
証
書
二
於
テ
ハ

　
出
席
人
ヨ
リ
父
ヲ
表
示
ス
ル
時
ニ
テ
モ
父
ノ
姓
名
ヲ
掲
出
ス
ヘ
カ
ラ
ス
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但
シ
父
自
ラ
其
子
ヲ
認
ム
ル
コ
ト
ヲ
申
述
ス
ル
所
ノ
場
合
又
ハ
父
其
子

　
ノ
認
メ
ノ
証
書
ヲ
差
出
ス
所
ノ
場
合
ハ
別
段
ナ
リ

第
四
十
六
条
若
シ
身
分
取
扱
役
或
人
力
初
生
ノ
子
ヲ
見
出
シ
タ
ル
コ
ト

　
ノ
申
述
ヲ
受
ク
ル
ト
キ
ハ
出
産
ノ
簿
冊
上
二
其
子
ノ
見
掛
ケ
ノ
年
齢
．

　
其
男
女
、
其
子
二
与
ヘ
ン
ト
ス
ル
所
ノ
姓
名
井
二
其
子
ノ
渡
サ
レ
シ
ト

　
ス
ル
所
ノ
人
ノ
姓
名
、
職
業
、
住
所
ヲ
記
入
ス
ヘ
シ

第
四
十
七
条
若
シ
出
産
ノ
証
書
ヲ
記
ス
ル
前
二
子
ノ
死
去
ス
ル
ト
キ
ハ

　
身
分
取
扱
役
死
去
ノ
簿
冊
上
二
出
産
ノ
証
書
ト
死
去
ノ
証
書
ト
ニ
均
シ

　
ク
用
立
ツ
所
ノ
証
書
ヲ
記
入
ス
ヘ
シ

第
四
十
八
条
若
シ
出
産
ノ
証
書
ノ
記
成
ノ
後
二
父
私
生
ノ
子
ヲ
認
ム
ル

　
ト
キ
ハ
其
認
メ
ノ
証
書
ヲ
身
分
取
扱
役
二
差
出
ス
ヘ
ク
身
分
取
扱
役
ハ

　
其
出
産
ノ
証
書
ノ
端
二
其
認
メ
ノ
証
書
ヲ
記
載
ス
ヘ
シ

第
四
十
九
条
　
兵
船
又
ハ
商
船
二
於
テ
航
海
中
二
子
ノ
生
ル
・
ト
キ
ハ
其

　
父
ト
其
船
ノ
乗
組
人
中
ヨ
リ
撰
ミ
タ
ル
証
人
ト
ノ
面
前
二
於
テ
其
船
長

　
二
十
四
時
内
二
出
産
ノ
証
書
ヲ
乗
組
人
姓
名
簿
ノ
末
二
記
ス
可
シ

第
五
十
条
　
船
ノ
着
ス
ル
所
ノ
最
初
ノ
港
二
於
テ
其
出
産
証
書
ノ
公
正
ナ

　
ル
写
ヲ
日
本
ノ
港
二
於
テ
ハ
其
港
ノ
身
分
取
扱
役
二
差
出
シ
其
身
分
取

　
扱
役
ハ
父
又
ハ
母
ノ
住
所
ノ
身
分
取
扱
役
二
送
達
ス
可
ク
又
外
国
ノ
港

　
二
於
テ
ハ
交
際
取
扱
官
又
ハ
領
事
二
差
出
シ
其
交
際
取
扱
官
又
ハ
領
事

　
ハ
外
務
省
二
送
リ
外
務
省
ハ
父
又
ハ
母
ノ
住
所
ノ
身
分
取
扱
役
二
達
セ

　
シ
ム
ル
為
メ
府
県
ノ
庁
二
送
ル
可
シ

第
三
章
　
婚
姻
ノ
証
書

第
五
十
一
条
　
婚
姻
ヲ
行
ヒ
シ
ト
キ
ハ
関
係
人
ハ
三
日
内
二
其
場
所
ノ
身

　
分
取
扱
役
二
下
二
記
ス
ル
所
ノ
事
ヲ
申
述
ス
ヘ
シ

第第第第第第
六五四

第
五
十
二
条

　
人
ノ
面
前
二
於
テ
前
条
二
載
ス
ル
所
ノ
事
ヲ
包
含
ス
ル
所
ノ
婚
姻
ノ
証

　
書
ヲ
記
ス
ヘ
シ

夫
妻
ノ
姓
．
名
、
年
齢
、
職
業
、
住
所
、
出
産
ノ
場
所

夫
妻
ノ
父
母
及
ヒ
養
父
母
ノ
姓
．
名
、
職
業
、
住
所

父
母
、
養
父
母
．
其
他
ノ
尊
属
親
又
ハ
親
族
会
議
ノ
承
諾

申
述
人
ハ
其
承
諾
ヲ
証
ス
ル
証
書
ヲ
差
出
ス
可
シ

証
人
二
人
ノ
姓
、
名
、
年
齢
、
職
業
、
住
所

婚
姻
ヲ
行
ヒ
シ
年
、
月
、
日

婚
姻
ノ
契
約
書
ア
ル
ト
キ
ハ
其
契
約
書
ノ
日
付
並
二
其
契
約

書
ヲ
記
シ
タ
ル
公
証
人
ノ
姓
、
名
、
居
所

　
婚
姻
ノ
申
述
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
身
分
取
扱
役
即
時
二
証
人
二

第
四
章
　
死
去
ノ
証
書

第
五
十
三
条
　
埋
葬
ハ
身
分
取
扱
役
ノ
免
許
状
ナ
ク
シ
テ
為
ス
ヘ
カ
ラ
ス

　
身
分
取
扱
役
ハ
死
去
ヲ
見
届
ク
ル
為
メ
死
者
ノ
所
二
至
リ
タ
ル
後
二
非

　
サ
レ
ハ
其
免
許
状
ヲ
渡
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
但
シ
警
察
ノ
法
則
二
因
リ
定
ム

　
ル
場
合
ハ
別
段
ナ
リ

第
五
十
四
条
　
死
去
ノ
申
述
ハ
ニ
十
四
時
内
二
血
属
親
又
ハ
其
他
ノ
者
ナ

　
ル
証
人
ヨ
リ
其
場
所
ノ
身
分
取
扱
役
二
為
ス
ヘ
ク
其
身
分
取
扱
役
ハ
其

　
申
述
二
拠
リ
死
去
ノ
証
書
ヲ
記
ス
ヘ
シ

第
五
十
五
条
　
死
去
ノ
証
書
ニ
ハ
下
二
記
ス
ル
所
ノ
事
ヲ
包
含
ス
ヘ
シ
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第
一
　
死
者
ノ
姓
、
名
、
年
齢
、
職
業
、
住
所
、
出
産
ノ
場
所

　
　
第
二
　
死
者
ノ
結
婚
シ
テ
ア
ル
ト
キ
又
ハ
「
ベ
ゥ
フ
」
薦
隅
堵
都
デ
ア

　
　
　
　
　
ル
ト
キ
ハ
他
ノ
夫
又
ハ
妻
ノ
姓
、
名

　
　
第
三
　
死
去
ヲ
申
述
ス
ル
者
ノ
姓
、
名
、
職
業
、
住
所

　
　
第
四
　
死
者
ノ
父
母
ノ
姓
、
名
、
職
業
、
住
所

　
　
第
五
　
死
去
ノ
年
、
月
、
日
、
時
、
場
所

　
　
此
等
ノ
表
明
ノ
中
二
若
シ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
所
ノ
モ
ノ
ア
ル
ト
キ

　
　
ハ
其
記
載
ヲ
為
ス
ヘ
シ

第
五
十
六
条
　
非
命
死
ノ
証
跡
又
ハ
徴
愚
ア
ル
ト
キ
又
ハ
非
命
死
タ
ル
ヲ

　
推
量
セ
シ
ム
ル
景
況
ア
ル
ト
キ
ハ
警
察
ノ
役
員
力
医
師
ノ
助
ケ
ヲ
得
テ

　
死
骸
ノ
有
様
及
ヒ
之
二
関
ス
ル
景
況
ト
死
者
ノ
姓
名
、
年
齢
、
職
業
、

　
住
所
、
出
産
ノ
地
ノ
調
書
ヲ
作
リ
タ
ル
後
二
非
サ
レ
ハ
埋
葬
ヲ
為
ス
コ

　
ト
ヲ
得
ス

第
五
十
七
条
　
警
察
ノ
役
員
ハ
其
人
ノ
死
セ
シ
所
ノ
地
ノ
身
分
取
扱
役
二

　
直
チ
ニ
其
調
書
ノ
写
ヲ
送
達
ス
可
ク
其
写
二
拠
リ
死
去
ノ
証
書
ヲ
簿
冊

　
二
記
入
ス
可
シ

第
五
十
八
条
　
刑
ヲ
言
渡
サ
レ
タ
ル
者
ノ
死
刑
ノ
執
行
ノ
場
合
二
於
テ
ハ

　
当
管
ノ
官
吏
第
五
十
五
条
二
載
ス
ル
所
ノ
事
ヲ
包
含
ス
ル
書
面
ヲ
其
場

　
所
ノ
身
分
取
扱
役
二
達
ス
ヘ
ク
其
身
分
取
扱
役
ハ
其
書
面
二
拠
リ
死
去

　
ノ
証
書
ヲ
記
ス
ヘ
シ

第
五
十
九
条
　
非
命
死
又
ハ
獄
舎
、
徒
刑
場
内
二
於
テ
死
ス
ル
場
合
又
ハ

　
死
刑
ノ
執
行
ノ
総
テ
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
死
去
ノ
証
書
上
二
此
等
ノ
景
況

　
ノ
一
ノ
記
載
モ
為
ス
ヘ
カ
ラ
ス

第
六
十
条
　
航
海
中
二
死
去
ア
ル
場
合
二
於
テ
ハ
其
乗
組
人
中
ヨ
リ
撰
ミ

　
タ
ル
証
人
ノ
面
前
二
於
テ
船
長
二
十
四
時
内
二
死
去
ノ
証
書
ヲ
作
ル
可

　
シ

　
其
死
去
ノ
証
書
ハ
乗
組
人
姓
名
簿
ノ
末
二
記
ス
可
ク
其
他
ノ
法
式
二
付

　
テ
ハ
第
五
十
条
二
因
リ
定
ム
ル
法
式
二
従
フ
可
シ

第
三
巻
　
住
所

第
六
十
一
条
　
総
テ
ノ
日
本
人
ノ
住
所
ハ
其
主
タ
ル
居
所
ナ
リ

第
六
十
二
条
　
住
所
ノ
変
易
ハ
他
ノ
場
所
二
於
ル
現
在
ノ
居
住
ノ
実
事
ト

　
他
ノ
場
所
二
其
主
タ
ル
居
所
ヲ
定
ム
ル
ノ
意
ト
ヲ
合
ス
ル
ニ
因
リ
成
ル

　
モ
ノ
ト
ス

第
六
十
三
条
　
其
意
ノ
証
拠
ハ
人
ノ
去
ラ
ン
ト
ス
ル
所
ノ
場
所
ノ
戸
長
ノ

　
役
場
ト
人
ノ
其
住
所
ヲ
移
サ
ン
ト
ス
ル
所
ノ
場
所
ノ
戸
長
ノ
役
場
ト
ニ

　
為
ス
明
確
ナ
ル
申
述
ヨ
リ
生
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
六
十
四
条
　
明
確
ナ
ル
申
述
ノ
ア
ラ
サ
ル
ニ
於
テ
ハ
其
意
ノ
証
拠
ハ
景

　
況
二
関
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
六
十
五
条
　
総
テ
ノ
公
ケ
ノ
職
務
ヲ
承
ク
ル
事
ハ
官
吏
ノ
其
職
務
ヲ
行

　
フ
ヘ
キ
所
ノ
場
所
二
於
テ
其
官
吏
ノ
住
所
ノ
転
移
ヲ
起
ス
モ
ノ
ト
ス
但

　
シ
反
対
ノ
証
拠
ア
ル
ト
キ
ハ
別
段
ナ
リ

第
六
十
六
条
　
結
婚
シ
タ
ル
女
ハ
其
夫
ノ
家
二
住
所
ヲ
有
ス
ヘ
シ

　
後
見
ヲ
免
カ
レ
サ
ル
幼
者
ハ
父
母
ノ
家
二
其
住
所
ヲ
有
ス
ヘ
ク
而
シ
テ

　
父
母
ノ
ア
ラ
サ
ル
ニ
於
テ
ハ
後
見
人
ノ
家
二
其
住
所
ヲ
有
ス
ヘ
シ

93



法学硯究58巻12号（’85：12）

　
治
産
ノ
禁
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
後
見
人
ノ
家
二
其
住
所
ヲ
有
ス
ヘ
シ

第
六
十
七
条
　
他
人
ノ
家
二
於
テ
仕
へ
又
ハ
労
働
ス
ル
所
ノ
丁
年
者
ハ
其

　
他
人
ト
同
一
ノ
家
屋
内
二
居
住
ス
ル
ト
キ
ハ
其
他
人
ノ
家
二
己
レ
ノ
住

　
所
ヲ
有
ス
ヘ
シ

第
六
十
八
条
　
人
権
ノ
訴
又
ハ
動
産
ノ
訴
ハ
被
告
人
ノ
住
所
ノ
裁
判
所
二

　
持
出
ス
ヘ
シ

　
総
テ
ノ
裁
判
上
ノ
証
書
ハ
関
係
人
ノ
一
方
ヨ
リ
他
ノ
一
方
ノ
住
所
二
公

　
達
ス
ヘ
シ

第
六
十
九
条
財
産
相
続
ハ
死
者
ノ
住
所
二
於
テ
開
始
ス
ヘ
シ

第
七
十
条
　
若
シ
一
ッ
ノ
証
書
二
関
係
人
双
方
又
ハ
其
中
ノ
一
方
ニ
テ
其

　
同
証
書
ノ
執
行
ノ
為
メ
現
在
ノ
住
所
ノ
場
所
ヨ
リ
他
ノ
場
所
二
於
ケ
ル

　
住
所
ノ
撰
定
ヲ
包
含
ス
ル
ト
キ
ハ
其
証
書
ノ
執
行
二
関
ス
ル
公
達
ハ
約

　
定
シ
タ
ル
住
所
二
為
ス
ヘ
ク
及
ヒ
其
証
書
ノ
執
行
二
関
ス
ル
訴
訟
ハ
其

　
住
所
ノ
裁
判
所
二
為
ス
ヘ
シ
然
レ
ト
モ
債
主
鰍
穐
か
型
訂
，
ノ
独
専
ノ
利

　
益
ノ
為
メ
ニ
住
所
ヲ
撰
定
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
債
主
ノ
択
、
ミ
ニ
従
ヒ
公
達
ハ

　
其
負
債
者
嵐
灘
誓
型
訂
ノ
ノ
現
在
ノ
住
所
二
為
ス
コ
ト
ヲ
得
及
ヒ
訴
訟
ハ

　
其
住
所
ノ
裁
判
所
二
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
四
巻
　
失
踪

第
一
章
失
踪
ノ
思
量

第
七
十
一
条
　
若
シ
人
ノ
消
息
ナ
ク
其
住
所
又
ハ
其
居
在
ノ
場
所
二
現
出

　
セ
ス
而
シ
テ
其
失
踪
ヲ
思
量
ス
ル
ノ
要
ア
ル
ト
キ
ハ
関
係
人
其
人
ノ
住

　
所
ノ
初
審
裁
判
所
二
其
管
財
人
ヲ
任
セ
ン
コ
ト
ノ
為
メ
訴
出
ル
ヲ
得
但

　
シ
失
踪
ノ
思
量
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
其
財
産
ノ
管
理
ノ
為
メ
名
代
ノ
委
任
状

　
ヲ
遺
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
別
段
ナ
リ

第
七
十
二
条
　
失
踪
ノ
思
量
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ノ
債
主
ハ
管
財
人
二
対
シ
訴

　
訟
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
七
十
三
条
　
管
財
人
ハ
失
踪
ノ
思
量
ノ
受
ケ
タ
ル
者
ノ
権
利
ヲ
保
全
ス

　
ル
為
メ
総
テ
ノ
所
為
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ

第
七
十
四
条
　
検
察
官
ハ
失
踪
ノ
思
量
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ノ
利
益
ヲ
監
視
ス

　
ル
コ
ト
ヲ
特
別
二
任
セ
ラ
レ
而
シ
テ
其
失
踪
ノ
思
量
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
二

　
関
係
ス
ル
所
ノ
総
テ
ノ
訴
訟
二
付
テ
ハ
其
意
見
ヲ
聴
カ
ル
ヘ
シ

第
二
章
失
踪
ノ
公
告

第
七
十
五
条
　
若
シ
人
ノ
其
住
所
又
ハ
居
在
ノ
場
所
二
現
出
セ
ス
而
シ
テ

　
三
年
以
来
其
消
息
ヲ
得
サ
ル
ト
キ
ハ
関
係
人
其
失
踪
ノ
思
量
ヲ
受
ケ
タ

　
ル
者
ノ
住
所
ノ
初
審
裁
判
所
二
其
失
踪
ヲ
公
告
セ
ン
コ
ト
ノ
為
メ
訴
出

　
ル
ヲ
得

第
七
十
六
条
　
其
訴
訟
ヲ
受
ク
ル
裁
判
所
ハ
其
差
出
ス
所
ノ
証
拠
書
類
二

　
拠
リ
検
察
官
立
会
ノ
上
証
人
審
問
ヲ
為
サ
ン
コ
ト
ヲ
命
ス
ヘ
シ

　
若
シ
失
踪
ノ
思
量
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ノ
居
在
ノ
場
所
力
其
住
所
ト
異
ナ
リ

　
テ
ア
ル
ト
キ
ハ
其
裁
判
所
ハ
居
在
ノ
場
所
ノ
裁
判
所
二
亦
同
一
ノ
方
法

　
ニ
テ
証
人
審
問
ヲ
為
サ
ン
コ
ト
ノ
為
メ
「
コ
ム
ミ
ヅ
シ
ォ
ン
、
・
ガ
ト

　
ア
ー
ル
」
争
蟄
峨
判
噺
彊
制
襯
男
撒
瑚
噺
鮎
堪
舘
齢
馳
翻
侮
撚
芳
蕗
瑠
ヲ
宛
送
ル
ヘ

　
シ
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第
七
十
七
条
　
裁
判
所
ハ
其
訴
訟
二
付
裁
定
ス
ル
ニ
於
テ
失
踪
ノ
理
由
及

　
ヒ
失
踪
ノ
思
量
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ノ
消
息
ヲ
得
ル
ノ
妨
ケ
ト
ナ
ル
原
因
ニ

　
モ
亦
注
意
ス
ヘ
シ

第
七
十
八
条
　
若
シ
裁
判
所
力
証
人
審
問
ノ
後
失
踪
ヲ
公
告
ス
ル
ノ
必
要

　
ナ
ル
コ
ト
ヲ
思
考
ス
ル
ト
キ
ハ
失
踪
公
告
ノ
裁
判
言
渡
ヲ
為
ス
ヘ
シ

　
其
裁
判
言
渡
ハ
訴
訟
法
二
因
リ
定
ム
ル
方
法
ニ
テ
公
ケ
ニ
為
ス
ヘ
シ

明治12年・民法人事編草案
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